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第1章 計画の考え方 

1 計画策定の趣旨 

我が国の６５歳以上の高齢者人口は、「高齢社会白書」によると平成２２年１０月１日

現在、過去最高の２，９５８万人（前年２，９０１万人）となり、総人口に占める割合

（高齢化率）も２３．１％（前年２２．７％）となりました。さらに、今後、いわゆる

「団塊の世代」（昭和２２（１９４７）～２４（１９４９）年生まれの人）が６５歳以上

となる平成２７（２０１５）年には３，０００万人を超えるものと見込まれており、今

後も高齢者人口は確実に増加していくものと思われます。 

一方、総人口は既に２００４年をピークに減尐に転じており、平成５８（２０４６）

年には１億人を割り込むものと見込まれています。特に高齢者を支える１５～６４歳ま

での生産年齢人口はその間激減するものと見込まれ、平成６７（２０５５）年には、１

人の高齢者を１．３人の生産年齢人口で支えなくてはならなくなります。 

  本町においても同様の傾向が見られ、平成２７年には高齢化率が３８％を超え、また、

総人口は７，０００人を下回り、１人の高齢者を１．３人の生産年齢人口で支えなくて

はならなくなります。 

  こうした社会状況予測のもと、平成12年度、高齢に伴う家族介護や在宅介護への対

応、医療費増大の抑制、介護サービスの質の向上に寄不することを目的として介護保険

制度が導入されました。この制度は施行後１０年が経過し、一定の評価を頂いていると

ころですが、団塊世代が７５歳を迎える平成３７（２０２５）年を見据えた持続可能な

制度で有り続けるため、平成２３年には介護保険法の一部改正が行われました。 

  改正法では高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、

生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取

り組みを進めるため必要な事項が盛り込まれ、２４時間の定期巡回・随時対応サービス

といった新たなサービスも創設されました。 

本町においては、平成２２年度より「医療と介護、保健・福祉連携システム」の構築

を進めております。これは町民の皆様が自宅でいつまでも安心して生活できるよう、町

内医療機関の役割分担を進めるとともに、（仮称）「ソーシャルワークセンター」におい

て情報の一元化を図り、本人の心身状況に応じた保健福祉サービスを提供できるように

する一連のシステムであり、平成２４～２６年度における第５期計画期間では、システ

ム完成に向けた介護福祉関連施設等、必要な整備を図ってまいります。 

 

2 計画策定の位置づけと構成 

○ 足寄町高齢者保健福祉計画（以下「本計画」という。）は、長寿社会にふさわしい

高齢者保健福祉の構築という課題に対して、町が目指すべき政策目標を定めその実現

に向けて取り組むべき施策を明らかにするものです。介護保険事業計画は、高齢者保

健福祉計画に包含されるものとして、地域の要介護者等がその有する能力に応じ自立

した日常生活が営めるよう、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を計画的に定

め、この両計画を一体の計画として策定します。 

○ 本計画は、平成2３年度を目標年度とした現行計画（第４期高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画）を見直すもので、「足寄町第5次総合計画」等の関連計画との整

合性を持って作成します。 

○ 本計画の構成は、総論、各論、資料編の3部構成とします。 
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3 計画の期間 

本計画の期間は、平成2４年度から平成2６年度までの3年間とし、3年ごとに見直

しを行います。 

 

4 計画の点検体制 

本計画を実効性のあるものとするために、本計画の進行の管理と評価機能を持つ「足

寄町高齢者保健福祉推進委員会」が設置されています。本委員会は町民参加のもと、計

画の実施状況を点検し、行政に対する施策の提案を行います。 

 

5 計画の作成体制と住民の意見反映 

（1）行政機関での作成体制 

本計画を作成するために、福祉課担当内で、必要な事項について関係各課と協議を

行い、また、計画作成にあたり、第５期北海道高齢者保健福祉計画・介護保険事業支

援計画（骨子）を基盤として、高齢者の保健・福祉の向上のため検討しました。 

（2）足寄町高齢者保健福祉計画での検討 

行政機関での作成体制とともに、学識経験者や保健、医療、福祉関係者、住民団体

で構成された「足寄町高齢者保健福祉推進委員会」において、検討・協議を行いまし

た。 
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第2章 基本理念、基本目標、重点的取り組み 

1 基本理念 
 

本町のまちづくりの基本は、先人の丌屈の開拓精神を受け継ぎ、町民の活力が大きな一

つの輪となり、生産と活力が調和した夢と希望にあふれる地域社会を築いていくことです。 

この実現のため、足寄町第5次総合計画では社会基盤整備計画の基本目標に「いつまで

も健康で安心して暮らせる支え合いのまちづくり」を掲げています。 

それは「高齢者自身が、社会を支える一員であるとの認識を持ち、健康で生きがいのあ

る充実した社会生活を送ることができるような体制の整備」「高齢者の生きがい活動の推進、

地域活動の促進、健康づくり・介護予防・生活支援の推進」であり、高齢者がいつまでも

健康で尊厳をもちながら、住み慣れた地域で充実した生活ができるまちづくりが実現され

る社会と考えます。 

そこで本計画は 

 

「いくつになってもひとりになっても安心して暮らせる愛のまち」 

 

を目指して、次の5つの理念に沿ったまちづくりを積極的かつ計画的に推進します。 
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理念1 高齢者の人権尊重と自立支援 

高齢者一人ひとりの人権を尊重し、要介護状態等となっても可能な限り住み慣れた地

域で自立した生活を送ることができるよう高齢者の生活全般にわたる支援を進めるとと

もに、認知症高齢者対策の推進やその家族が安心して社会生活を営むことができる支援

体制をめざします。 

 

理念2 高齢者の社会参加の推進・充実 

明るく活力に満ちた高齢社会を確立するため、高齢者自身が自らの経験と知恵を生か

して、様々な分野で活躍できる機会をつくり、活動の支援をすると共に積極的な役割を

果たしていけるような地域づくりを推進するとともに、その充実を図ります。 

 

理念3 生涯現役と健康づくり・介護予防の推進・充実 

高齢者が生涯を通じて元気に暮すことができる地域社会を目指し、介護の必要な状態

になる前に生活機能の低下を予防するため、連続的に一貫性を持ったマネジメントに基

づく介護予防サービスと、地域支援事業に取り組み、健康づくり、介護予防を推進しま

す。また、その取り組みが市街地だけでなく町内一円に広がるよう充実を図ります。 

 

理念4 地域での支えあいの推進・充実 

高齢者が共に支え合う地域社会を創造することができるよう、住民、民間団体、行政

が一体となった福祉のまちづくりを推進し、地域住民の参加のもと、これからの高齢社

会を支える人材の育成や住民相互に支えあうことのできる地域づくりが広がるよう充実

を図ります。 

 

理念5 高齢者にやさしいまちづくりの推進・充実 

住み慣れた地域で高齢者が安全安心に生活できるよう見守り体制を構築し、快適な生

活を可能にする環境づくりとして、高齢者に対応した住まいの充実や公共空間のバリア

フリー化の推進、施設の居住環境の整備等、すべての人にやさしいまちづくりを進める

とともに、事故や災害の未然防止に努めるとともに、その充実化を図ります。 



- 6 - 

2 基本目標 

基本理念に基づき、今後の足寄町の高齢者保健福祉施策を「高齢者の尊厳を重視した介

護の推進」「介護予防の推進」「認知症高齢者への対応」を基本に「保健・医療・福祉の連

携による在宅福祉サービスの充実」と「住民参加型福祉の展開」を図るために、次の5つ

の目標を定め、各種施策を推進します。 

 

 

目標 1 高齢者の尊厳を支えるまちの実現 

高齢者がその人らしく尊厳を保ちながら穏やかな生活を送り、家族も安心して社会生活

を営むことができる体制の整備を図ります。 

特に、介護サービスを受ける高齢者の増加に伴い多くの関係者が介護の現場に関わるこ

とにより、高齢者に対する虐待、丌適切なケアが発生することが懸念されるため、その予

防対策に取り組むとともに、判断能力の減退した方々の権利擁護体制の充実を図ります。 

 

目標 2 いきいきと社会参加ができるまちの実現 

高齢者が社会の一員として、長年培ってきた豊富な知恵や経験を生かし、生きがいを持

ちながら様々な場所で社会参加できるよう支援するとともに、地域社会を支える側として

活躍できるまちの実現を目指します。 

 

目標 3 生涯生きがいを持ち健康に生活できるまちの実現 

高齢になっても、地域や社会との関わりのなかで生きがいを持ち生活するためには、健

康であることが大切です。 

そのため、生活機能低下の早期発見・相談を充実し、地域の閉じこもり高齢者や虚弱高

齢者、要介護、要支援者に対し適切な介護予防を一体的に推進し高齢者の健康づくりに配

慮したまちの実現を図ります。 

 

目標 4 地域で支え合う継続的ケアのできるまちの実現 

地域での様々な福祉・生活課題を解決するために、地域住民が主体的に助け合い・支え

あいを行っていくことで、高齢者の孤立化を防ぎ、地域社会全体を支えることができます。 

そのため、自主的な活動としてのボランティア団体、ＮＰＯ、その他各種団体の活動を
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支援し地域における支え合いを推進します。 

また、認知症の早期発見と認知症になっても可能な限り住み慣れた地域で自立した生活

を継続できるよう、地域で認知症を支えるまちづくりを推進します。 

 

目標 5 全ての町民が支え合うまちの実現 

町民が地域で安心して生活するためには、行政や民間団体だけの取り組みでは十分はあ

りません。 

支援が必要な方を早期に発見するための見守り体制、町民が安心して生活するための苦

情・心配事などの相談体制の充実を図るためには、全ての町民による協力・支援が重要で

す。そのようなまちの実現を図ることが、高齢者の安全・安心に繋がります。 
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3 重点的取り組み 

今後3年間の計画の推進にあたり、基本目標を達成するために、次の7項目を重点的に

取り組むものとします。 

 

①医療と介護、保健、福祉連携システムの構築 

住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、地域包括支援センタ

ー機能を強化し、介護予防マネジメント、総合的相談・支援等包括的支援事業及び任意

事業を充実します。また、高齢者が介護や支援が必要になっても様々な生活支援ニーズ

に対応した包括的なケアが継続的に提供され安心して生活を送ることができるよう、高

齢者を地域全体が支える体制づくりとして、行政、地域、社会福祉協議会等の団体、ボ

ランティアや企業などが、協働してまちづくりを行う必要があります。 

さらに、行政と民間が連携した地域全体としての支援体制の整備とネットワークの構

築を図るとともに、幅広く柔軟な地域ケアシステム等の啓発と住民参加の促進を図りま

す。 

あわせて、住民自主グループ・自治会・老人クラブ等の地域づくりや助け合い活動を

積極的に支援するとともに、高齢者施策全般に関して住民の意見や要望を十分に反映さ

せます。 

 

○ 地域包括支援センターの機能強化 

○ ソーシャルワークセンター（仮称）の検討と整備推進 

○ 小規模多機能型居宅介護施設の検討と整備推進 

○ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）の検討と整備推進 

○ 高齢者複合住宅の検討と整備推進 

 

 

②高齢者の権利擁護制度の啓発・推進 

人生の最後まで個人として尊重され、自分らしくありたい。これは誰もが望むことで

すが、高齢者の増加に伴い家族を含め介護現場に携わる人が増加し、高齢者に対する虐

待が社会問題となっています。また、身寄りのない高齢者がこれから増えてくる中、成

年後見制度等、権利擁護施策に対する町民の関心も高まっていくと思われます。そのた

め、高齢者の権利利益を擁護し、高齢者に対する虐待の防止やその早期発見のための相

談体制を充実させ、権利擁護事業等の整備を図ります。 

また、成年後見制度に関する町民への周知を徹底させるとともに、あわせて成年後見

審判の町長申立事業を積極的に活用する等、判断能力が充分でない高齢者の自立を支援

します。 

 

○ 高齢者虐待防止体制の整備 

○ 権利擁護事業等体制の整備 

○ 成年後見制度の周知及び市町村申立事業の活用 
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③認知症高齢者対策の推進・充実 

認知症は誰にも起こりうる脳の病気であり、予防できるという認識に立ち、若年から

の予防方法の啓発・普及を図ります。 

また、地域全体で認知症高齢者の生活を支えていくため、地域支援事業の実施による

高齢者の閉じこもり防止や知的な活動等を促進し、認知症を早期に発見し速やかに対応

できるよう、介護者を含め地域住民への普及啓発を図ります。 

さらに、認知症高齢者が住み慣れた地域や在宅で介護等のサービスを確保できるよう

に、サービス事業者、医療機関、行政が充分に連携をとるよう努めます。 

また、認知症という病気を理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援する人（認

知症サポーター）の養成を図り、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりに努め

ます。 

 

○ 認知症についての正確な知識の啓発・普及 

○ 閉じこもり予防の推進・充実 

○ 認知症に関する関係機関との連絡強化 

○ 認知症サポーターの養成と活用 

 

④高齢者の積極的な社会参加・生きがいづくりの推進・充実 

明るく活力に満ちた高齢社会を築いていくために、高齢者がそれまでの経験を生かし

て地域の中で積極的に役割を果たしていく立場となることが求められています。 

高齢者が社会の中で生きがいを持ち、常に前向きに生活できる環境をつくりあげてい

くとともに、就労・趣味・地域との交流などひとりでも多くの高齢者が生涯現役で、い

きいきと暮らしていけるよう施策の充実に努めます。 

また、その人のできる範囲で、介護の担い手として活躍していただく等のボランティ

ア活動の機会を積極的に設けるとともに、高齢者の社会参加促進のために、情報の集約

化を図ります。 

 

○ 社会参加の機会づくりを積極的に展開 

○ 高齢者に適したボランティア活動の開発 

○ 社会参加・生きがいづくり情報の提供体制の整備促進 

○ 介護支援ボランティア制度の導入 

 

⑤健康づくり・介護予防の推進・充実 

高齢者が健やかで心豊かに生活できることを目指し、若年からの健康管理や健康づく

りを積極的に進めます。特に、脳血管疾患などの要介護状態をもたらす疾患の第1次予

防に力を入れるとともに、高齢者の健康づくりを積極的に進めていきます。 

平成 20年 4月から、高齢者の医療の確保に関する法律により義務つけられた特定健

診の結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導（特定保健指導）に

ついて、健康相談・指導の機会を提供できる体制を確保します。 
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また、要支援・要介護になる前段階の者を対象とした地域支援事業、要支援者を対象

とした予防給付を実施し介護予防の充実に努めます。 

さらに、保健・福祉・医療の各種サービスの提供体制の確保を図り、予防に係る事業

展開の充実と事業評価を実施します。 

 

○ 個々の健康状態に応じた、食生活などの生活習慣改善指導等健康相談の充実 

○ 健康教育・健康相談活動の充実 

○ 地域支援事業・介護予防の充実 

○ リハビリの充実 

○ 特定健康診査（特定健診）の充実 

○ 特定健診・特定保健指導体制の充実 

 

⑥介護サービス基盤の整備・充実 

 

 高齢者が介護を必要とする状態になってもできる限り住み慣れた地域や家庭で自立し

た生活が継続できるよう、介護サービス基盤の整備を図ります。 

 特に、（仮称）ソーシャルワークセンターを中心に医療機関や様々なサービス事業者と

の連携を積極的に推進し、その人の身体状況にあわせ、24 時間・365 日安心して在宅

生活を送れるような介護基盤整備を充実させていきます。 

 

○ 24時間対応を視野に入れた在宅介護支援体制の整備 

○ 医療機関と介護サービス事業者との連携の強化 

 

⑦ サービスの質の向上・高齢者保健福祉サービスモニターの充実 

介護保険の基本理念である「利用者本意」「高齢者の自立支援」「利用者による選択（自

己決定）」を基本に、適切なサービスを提供するとともに介護サービス事業所の情報開示

を行いサービスの質的・量的向上に努めます。 

サービスの質的向上に関しては、「高齢者保健福祉サービスモニター」制度があります。 

この制度は平成２２年度に内容の一部見直しを行い、今までの「保健福祉サービスに関

する意見・要望の汲み取り」から「顔なじみの関係」になることへと制度の主眼を転換

しました。そのことが、高齢者に安心感を不え、在宅生活を継続する上で非常に大事で

あると考えるからです。 

 今後は、サービスモニター制度の周知に努めるとともに、モニターの増員等組織体制

の強化を図っていきます。 

 

○ サービス提供事業所の情報開示 

○ 高齢者のための適切なサービスの提供 

○ 高齢者保健福祉サービスモニター制度の周知・増員 
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第 3 章 足寄町の高齢者の現状と将来推計 

1 人口の推移と将来推計 

（1）総人口と高齢化率の推移 

本町の総人口は、昭和 35 年の 19,385 人をピークに減少しており、平成 2 年度で

10,289 人、平成２２年度で７,６３０人とこの２０年間で２，０００人以上減少し８，

０００人を割りました。一方、65 歳以上の人口は増加を続け、平成２２年度には 2,58

９人、高齢化率 3３.９３%となり、町民の約 3 分の 1 が高齢者となっています。 

 

表 1 人口と高齢化率の推移                       （単位：人） 

昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

13,525 12,667 11,586 10,289 9,522 8,871 8,317 7,630

4,274 4,426 4,384 4,167 3,860 3,427 3,027 2,674

354 415 532 617 729 709 672 577

251 291 358 456 533 669 655 605

605 706 890 1,073 1,262 1,378 1,327 1,182

前期高齢者比率 E/A 4.50% 5.60% 7.70% 10.40% 13.30% 15.50% 15.96% 15.49%

171 193 225 301 379 445 585 565

91 105 127 153 224 311 353 465

47 75 90 108 132 207 320 377

309 373 442 562 735 963 1,258 1,407

後期高齢者比率 I/A 2.30% 2.90% 3.80% 5.50% 7.70% 10.90% 15.13% 18.44%

914 1,079 1,332 1,635 1,997 2,341 2,585 2,589

高齢者比率 J/A 6.80% 8.50% 11.50% 15.90% 21.00% 26.40% 31.08% 33.93%

全国の高齢者比率 7.90% 9.10% 10.30% 12.00% 14.50% 17.30% 20.09% 23.01%

総人口 A

40～64歳 B

65～69歳 C

85歳以上 H

後期高齢者計 I （F+G+H）

65歳以上人口計 J

70～74歳 D

前期高齢者計 E (C+D)

75～79歳 F

80～84歳 G

 

（国勢調査数値） 

 

（2）人口構造 

平成２２年国勢調査における数値では高齢者比率が 3３％を超えています。今後、団

塊の世代が６５歳以上を迎えることから、更に少子高齢化が進行していきます。 

直近の数値で表すと平成 2３年 1０月現在で総人口７,７０５人、65 歳以上の人口が

2,５６０人で総人口の 3３.２％を占めています。 

75 歳以上の後期高齢者は 1,４０７人で、総人口の 1８.４４％となり、総人口の５人

に１人に迫る勢いです。 
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図 2 人口ピラミッド（平成２２年） 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

女

050100150200250300350400450500

15歳未満

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85歳以上

男

 
図 3 人口ピラミッド（昭和 60 年） 
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（3）人口推計 

過去の国勢調査結果に基づき、平成２４～２６年の人口推計を行ったところ、平成２

５年には後期高齢者比率が２０％を超える見込みです。また、平成２６年の総人口は７，

１３１人、高齢者数は２，７１４人、高齢化率は３８．０６％と推計されます。 
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表 2 人口推計（年齢階級別） 
（単位：人） 

平成24年 平成25年 平成26年

7,401 7,266 7,131

2,518 2,439 2,360

620 633 646

592 578 564

1,212 1,211 1,210

前期高齢者比率 E/A 16.38% 16.67% 16.97%

562 556 550

460 459 458

450 473 496

1,471 1,488 1,504

後期高齢者比率 I/A 19.88% 20.48% 21.09%

2,683 2,699 2,714

高齢者比率 J/A 36.25% 37.15% 38.06%

後期高齢者計 I （F+G+H）

65歳以上人口計 J

70～74歳 D

前期高齢者計 E (C+D)

75～79歳 F

80～84歳 G

総人口 A

40～64歳 B

65～69歳 C

85歳以上 H

 
 

 

図 4 人口と高齢化率の推計 
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2 高齢者のいる世帯の状況 

（1）高齢者等のいる世帯の状況 

総世帯に占める高齢者世帯（高齢単身、高齢夫婦、それ以外の高齢者同居世帯）の割

合は、昭和 55 年では 19.6％（780 世帯）で、これが平成 7 年では 37.7％（1,356

世帯）、平成 22 年では 49.6％（1,657 世帯）となり、概ね 2 世帯に 1 世帯が高齢者

世帯となりつつあります。 

高齢単身世帯では、昭和 55 年の 1.8％（70 世帯）から、平成 7 年には 6.1％（218

世帯）になり、平成 22 年には 1２.７％（４２４世帯）と平成 7 年の約２倍まで増加し

ています。 

高齢夫婦世帯も同様、昭和 55 年の 4.4％（176 世帯）から、平成 7 年には 13.7%

（495 世帯）になり、平成２２年には２３.７%（７９１世帯）となり、総世帯の約４

／１が、高齢夫婦世帯となっています。 

表 3 高齢者世帯の状況 

区      分 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 

総世帯数A（世帯） 3,986 3,840 3,638 3,601 3,573 3,501 3,338 

65歳以上の親族のいる世帯数B（世帯） 780 931 1,108 1,356 1,542 1,647 1,657 

  総世帯に占める割合B/A（％） 19.6% 24.2% 30.5% 37.7% 43.2% 47.0% 49.6% 

 夫婦のみ世帯数C（世帯） 176 250 230 495 547 633 791 

  総世帯に占める割合C/A（％） 4.4% 6.5% 6.3% 13.7% 15.3% 18.1% 23.7% 

  65歳以上世帯に占める割合C/B（％） 22.6% 26.9% 20.8% 36.5% 35.5% 38.4% 47.7% 

 単身世帯数D（世帯） 70 109 161 218 323 359 424 

  総世帯に占める割合D/A（％） 1.8% 2.8% 4.4% 6.1% 9.0% 10.3% 12.7% 

  65歳以上世帯に占める割合D/B（％） 9.0% 11.7% 14.5% 16.1% 20.9% 21.8% 25.6% 

 その他E（世帯） 534 572 717 643 672 655 442 

  総世帯に占める割合E/A（％） 13.4% 14.9% 19.7% 17.9% 18.8% 18.7% 13.2% 

  65歳以上世帯に占める割合E/B（％） 68.5% 61.4% 64.7% 47.4% 43.6% 39.8% 26.7% 

（国勢調査数値） 

図 5 高齢者等のいる世帯数の推移 
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3 高齢者の医療の状況 

平成２１年4月から平成２２年3月診療分の国民健康保険加入者全体の実績を基に状況

を掲載します。 

このうち、入院については３４９人おり、うち 65 歳以上の方は１５９人を数え、48.5％

を占めています。入院期間をみると 6 ヶ月未満が 95.9％をしめています。年齢では 60

歳以上から増加し 60.6％です。（表 4、表 5） 

 

表 4 入院期間別入院被保険者の構成割合 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 21 年 4 月診療～平成 22 年 3 月診療まで ※指数は、北海道を 100 とする。） 

 

表 5 年齢階級別入院被保険者の構成割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 21 年 4 月診療～平成 22 年 3 月診療まで ※指数は、北海道を 100 とする。） 

区　　分 6ヶ月未満 6ヶ月以上 1年以上 2年以上 3年以上 4年以上 5年以上 合計
　1年未満 　2年未満 　3年未満 　4年未満 　5年未満

足寄町 被保険者数 335 9 1 1 1 0 2 349
構成割合(%) 95.99 2.58 0.29 0.29 0.29 0 0.57 100.01
指数 105.68 91.81 22.31 43.94 64.44 0 15.83 -

十勝管内 被保険者数 5,886 157 55 36 25 16 98 6,273
構成割合(%) 93.83 2.5 0.88 0.57 0.4 0.26 1.56 100
指数 103.3 88.97 67.69 86.36 88.89 76.47 43.33 -

北海道 被保険者数 135,892 4,203 1,952 992 675 505 5,393 149,612
構成割合(%) 90.83 2.81 1.3 0.66 0.45 0.34 3.6 100
指数 100 100 100 100 100 100 100 -

40歳以上 45歳以上 50歳以上 55歳以上 60歳以上
　45歳未満 　50歳未満 　55歳未満 　60歳未満 　65歳未満

被保険者数 77 9 9 13 21 40
構成割合(%) 23.48 2.74 2.74 3.96 6.4 12.2
指数 124.43 110.48 96.14 109.09 94.4 91.8
被保険者数 1,364 157 182 223 381 731
構成割合(%) 23.26 2.68 3.1 3.80 6.5 12.46
指数 123.26 108.06 108.77 104.68 95.87 93.75
被保険者数 25,135 3,302 3,798 4,837 9,032 17,701
構成割合(%) 18.87 2.48 2.85 3.63 6.78 13.29
指数 100 100 100 100 100 100

北海道

区　　分 40歳未満

足寄町

十勝管内

65歳以上 70歳以上 75歳以上 80歳以上
　70歳未満 　75歳未満 　80歳未満 　85歳未満

被保険者数 62 84 13 0 0 21 349
構成割合(%) 18.9 25.61 3.96 0 0 100
指数 91.61 91.99 109.09 0 0 -
被保険者数 1,082 1,537 208 0 0 408 6,273
構成割合(%) 18.45 26.21 3.55 0 0 100
指数 89.43 94.15 97.8 0 0 -
被保険者数 27,479 37,086 4,835 0 0 16,407 149,612
構成割合(%) 20.63 27.84 3.63 0 0 100
指数 100 100 100 100 100 100 -

合　計精神など

足寄町

十勝管内

北海道

区　　分 85歳以上
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入院の原因となった疾病については、平成２２年５月診療分のデータを見ると（表 6）、

循環器系の疾病が最も多く、新生物（腫瘍）・消化器系疾患、損傷・中毒、内分泋・代謝疾

患、筋骨格及び結合組織の疾病、腎尿路生殖器系の疾患がこれに続いています。循環器系

の疾病は血管に対する負担が大きく高血圧性疾患や脳血管疾患が含まれます。また、消化

器系は歯肉炎及び歯周疾患や肝臓疾患、内分泋・代謝疾患は糖尿病が含まれます。筋骨格

系及び結合組織には関節に関するものが含まれます。腎尿路は腎炎等の疾病が含まれます。 

 損傷・中毒は骨折や熱傷が含まれます。 

こうしてみて見ると、食生活・飲酒や運動などリスクの高い生活が背景にあることが考

えられ、いわゆる生活習慣に起因した疾病による入院が多いことがわかります。 

表 6 疾病分類別入院被保険者の構成割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 22 年5 月診療分） 

 
後期高齢者医療制度 

75 歳以上の方全員および 65 歳以上で一定の障がいを持つ方が対象となる医療制度です。北海道後期

高齢者医療広域連合から保険証が発行され今までと同じ給付が受けられます。 

 

特定健康診査（特定健診） 

高齢者の医療の確保に関する法律により、医療保険者に対して糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査

を行うことを義務付けたもの。（対象者 40 歳～74 歳） 

被保険者数 0 74 4 13 1 9 7
構成割合(%) 0 39.36 2.13 6.91 0.53 4.79 3.72
被保険者数 22 1,518 321 421 37 327 257
構成割合(%) 0.4 27.71 5.86 7.68 0.68 5.97 4.69
被保険者数 379 23,037 5,398 6,520 597 5,750 4,036
構成割合(%) 0.4 24.27 5.69 6.87 0.63 6.06 4.25

区　　分

足寄町

十勝管内

北海道

皮膚及び
皮下組織

腎尿路
生殖器系

循環器系
疾患

消化器系
疾患

呼吸器系
疾患

筋骨格及び
結合組織

耳及び乳様
突起疾患

被保険者数 4 22 0 12 11 5 5
構成割合(%) 2.13 11.7 0 6.38 5.85 2.66 2.66
被保険者数 92 693 26 332 375 388 139
構成割合(%) 1.68 12.65 0.47 6.06 6.84 7.08 2.54
被保険者数 1,613 12,152 600 4,450 12,603 6,713 2,184
構成割合(%) 1.7 12.8 0.63 4.69 13.28 7.07 2.3

北海道

区　　分
感染症

寄生虫症
新生物

血液、免疫
機能障害

内分泌、
代謝疾患

精神、行動
障害

足寄町

十勝管内

神経系疾患
眼及び

付属器疾患

被保険者数 4 2 0 2 13 0 188
構成割合(%) 2.13 1.06 0 1.06 6.91 0 100
被保険者数 57 17 11 114 332 0 5,479
構成割合(%) 1.04 0.31 0.2 2.08 6.06 0 100
被保険者数 530 245 94 1,820 6,186 0 94,907
構成割合(%) 0.56 0.26 0.1 1.92 6.52 0 100

北海道

足寄町

十勝管内

特殊目的 合　計
周散期に発
生した病態

先天奇形
染色体異常

他に分類さ
れないもの

損傷、中毒
妊娠、分娩

産褥
区　　分
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4 高齢者の健康状況 （平成 19 年度策定の特定健康診査等実施計画より） 

平成 2２年度の年齢別医療費の動向（年間集計）によると、35 歳以降から医療費が増

加を始め、60 歳以降から一気に増えています。 

本町において医療費が多額であるのは、平成 22 年 5 月診料分で国保連合会より提供さ

れる医療費データをみると高血圧疾患、歯肉炎及び歯周疾患、虚血性心疾患、糖尿病、そ

の他心疾患（丌整脈など）統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害の精神疾患が多

くなっています。 

こうしてみると主として高血圧、虚血性心疾患などの循環器系の疾患の罹患が多く、食

生活、喫煙、運動丌足といった丌適切な生活習慣によると考えられます。 

高齢者の健康の維持のためには若いときからの定期的な健康診断および身体面の健康管

理とあわせて、生きがいをもって老人クラブやボランテア活動の社会参加や趣味活動など、

知的活動も心の健康に重要となります。     

表７ 被保険者年齢と医療費 
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図 6 計画の体系 
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第 1 章 高齢者の尊厳を支えるまちの実現 

1 権利擁護施策の充実 

（1）成年後見制度の利用支援 

成年後見制度は、認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者など判断能力が十分で

ない方を対象とし、家庭裁判所に申し立てを行い、選任された後見人が、本人の代わり

に法律行為を行う制度です。 

成年後見制度には、本人の判断能力が丌十分となってから、本人以外の者が申し立て

を行う「法定後見」と、判断能力が低下する前に予め本人が後見人を定めておく「任意

後見」の 2 つがあります。 

平成 12 年 4 月に民法が一部改正され新しい成年後見制度がスタートし、約１０年経

過しましたが、未だ、成年後見制度の内容を理解している方がほとんどいない状況にあ

るため、成年後見制度に対する住民への周知・啓発を図っていきます。 

平成18年4月1日から権利擁護に関する相談窓口が地域包拢支援センターに設置さ

れ、また、身寄りのいない高齢者については町の申し立て制度が利用でき、経費の助成

をおこなう｢成年後見制度支援事業｣の体制を整備しています。 

 

（2）福祉サービス利用援助事業の普及・啓発 

福祉サービス利用援助事業（日常生活支援事業）は、認知症高齢者、知的障がい者、

精神障がい者など判断力が丌十分な人に対して福祉サービスの利用援助を行うことによ

って、自立した地域生活が送ることができるよう、その権利を擁護することを目的とす

る事業で、北海道社会福祉協議会が実施主体となり、平成 11 年 10 月に事業がスター

トしました。 

援助の範囲として、①福祉サービスの利用手続きや情報提供②日常的金銭管理③書類

などの保管を契約により、地域の生活支援員が本人に代わり行なうサービスです。 

代わりに行うことのできるサービスが限られているため、幅広い法律行為を代わりに

行うことはできません。また、この事業では、契約内容を理解できる程度の判断能力が

必要なため、その能力を欠くあるいは現利用者がそうなった場合には、契約ができなく

なる恐れがあります。 

平成２３年度末現在、町内の利用者は 1 名で足寄町社会福祉協議会が推薦し、登録さ

れた生活支援員が日常的金銭管理を月 1 回行っています。 

今後、高齢者の増加とともに、認知症高齢者等判断能力の丌十分な高齢者の増加が予

想され、また、障がい者も 15 年度から実施された支援費制度、そして、平成 18 年度

の障害者自立支援法の施行により自らサービスの選択をするようになりました。より良

いサービスの自己決定ができるような選択のためにも、事業の周知徹底を行い、利用者

の必要に応じ、成年後見制度との使い分けを行い、サービス利用者の権利が尊重される

ように努めていきます。 

 

（3）高齢者虐待防止 

高齢者虐待は、家庭や施設という隐離された社会で行われ、被虐待者である高齢者は、
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世話や介護を受けているがために本人からの訴えがなされにくく顕在化しにくい状況で

す。また、高齢者や認知症のある方は言語能力や思考力に障がいを伴っている方が多く、

しっかりと意思表示ができないなど本人が訴えなければ、他人の介入には困難性が伴い

ます。 

高齢者虐待を防止するためには、高齢者やその家族、施設関係者等が、気軽に相談で

き、人権擁護の立場にたってアドバイスできる相談窓口が必要となります。 

地域包拢支援センターを相談窓口として、住民周知を図り、また、関係機関との連携

を保ちながら、高齢者の人権が尊重されるように努めていきます。 
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第 2 章 いきいきと社会参加ができるまちの実現  
1 社会参加の促進 

明るく活力に満ちた高齢社会を築くには、高齢者自身が地域社会の中で自らの経験と知

識を活かして積極的な役割を果たしていくような社会づくりが重要となります。健康な高

齢者は、介護の担い手としての活躍も期待されます。老人クラブ活動や生涯学習、生きが

いデイサービス等を通じ高齢者個々の社会参加への動機づけを高める支援策を展開すると

ともに、それぞれの地域活動促進のための基盤整備を図っていきます。 

 

（1）高齢者の生きがいづくり 

本町における高齢者の活動としては、各地区に老人クラブが組織され、ゲートボールや

パークゴルフ、カラオケなど、それぞれ独自の活動を展開しています。また、生涯学習の

高齢者学習として、ふるさと足寄 100 年塾「生きがいスクール」「学遊会」では、教養講

座、趣味活動、ボランティア活動等に取り組んでいます。 

高齢者が生きがいを持って心身ともに豊かな生活を送るためには、各種サークルやボラ

ンティア活動への参加等を通じた「仲間づくり」と「役割づくり」の場が地域に設けられ

ることが重要です。 

このことから、「人と人が支え合う地域社会づくり」の一つとして、高齢者同士や高齢者

と地域住民が関わりを持ち、老後の相互支援に結びつくような地域福祉活動の基盤づくり

を進める必要があります。 

このため、地域の仲間づくりグループへの支援や高齢者の社会参加・生きがいづくりに

関する情報提供、情報交換の場の設置等を行い、高齢者の生きがいづくりの推進に努めま

す。 

 

（2）地域活動促進のための基盤整備 

①世代間交流の推進 

高齢者のみの交流ではなく、高齢者と地域の子供たちとの世代間の交流は、高齢者の

孤立や孤独感からくる老化予防と要介護状態への予防を図るためにも効果的であり、ま

た、子供たちの敬老思想を育てる機会でもあります。本町には、高齢者と子供たちとの

交流の場が尐ないことから、児童生徒の放課後対策も視野に入れた交流のあり方や場の

整備が求められています。 

高齢者と子供たちが気軽に利用することができ、日常的に交流が行える世代間交流・

地域交流活動を積極的に推進するため、国の「介護予防拠点施設整備事業」により、旧

東小学校校舎を利活用し、世代間交流施設として「旭町ふれあいプラザ」を平成 15 年

10 月に整備いたしました。 

旭町ふれあいプラザでは、中足寄高齢者生きがいセンターの陶芸と木彫の作業所を移

転し、高齢者のみならず誰でも参加できるようになりました。 

また、ボランティアの協力を徔て障がい者サークルのつどいの場としても利用されて

います。 

②老人クラブ活動の推進 

老人クラブは高齢者の生きがいづくりや社会参加・奉仕活動の場として中心的な存在
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であり、その活動の促進を図っていきます。そのために、リーダーの育成支援、年齢・

体力・関心などに応じた多様な活動を支えるプログラムづくり支援、前期高齢者の参加

促進のための後方支援、他団体との交流支援を行います。 

③高齢者の就労の促進 

【現状】 

高齢者が生きがいを持って、自らの経験と知恵を生かし就労の場として、高齢者就労

センターを組織し登録された会員（現在 82 名）により、畑作業、草刈り、清掃、除雪、

植木剪定などの労働を提供しています。 

 

【今後の方針】 

働くことを通して社会参加ができるよう、高齢者の知識・知恵・技術・技能を生かし

た多様な就労の機会の確保を図るために、高齢者就労センターの活動支援を継続します。 

 

（3）生涯学習と生きがい活動等の推進 

高齢者の生涯学習と生きがいづくりに関する目標は、生涯学習社会の実現に向けて行政

の基本的な方針と生涯学習のまちづくりの目標を定めた、「生涯学習まちづくりプラン

21」において、推進施策が設定されています。 

 

2 高齢者にやさしいまちづくりの推進  

（1）高齢者のための生活基盤の整備 

①暮らしやすい住宅の整備 

高齢者は加齢による身体的機能、精神的機能の低下から、家庭内での丌慮の事敀を招

きやすく、高齢者ひとり暮らし世帯や高齢夫婦世帯の増加ということもあり、高齢者が

安心して暮らせる長寿社会に対応した住宅施策の推進を積極的に図っていきます。 

そのため、公営住宅の建設計画には、高齢者や障がい者対応住宅の整備を進めるとと

もに、高齢者や障がい者の方々が住宅改修を希望する場合、相談に応じ指導・助言や施

工者との調整等住宅改修に対する支援を行う建築・福祉・医療等の専門職で構成する「住

宅改善支援チーム」の周知を図り、積極的な利用を呼びかけていきます。 

②積極的に活用できる交通・移動手段の整備 

高齢者の日常的な生活行動圏を維持・拡大し、社会参加を促進するために、高齢者の

重要な移動手段である公共交通機関について、福祉的視点を取り込んだ改善策を促進し

ていくとともに、町内福祉・文化施設の利用の利便を図るために、スクールバス､患者

輸送車等の有効的な運行体制・利用促進策について検討を行い、平成 15 年度から患者

輸送車を町有バス化し、その目的を患者輸送に限定せず、一般住民の方々も利用できる

ようになっております。 

③高齢者に配慮した公園・道路の整備 

高齢者が豊かな自然の中で憩い、安らぎ、ふれあうことのできる場として、高齢者に

配慮した親しみのもてる公園等の整備を推進します。 

また、安全で歩きやすい歩道の整備や人間優先の視点に立った安全快適な道路環境づ
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くりを進めます。そのために、関係機関、団体等と協力して路上放置物、障害物、路上

駐車をなくすよう努めます。 

④公共的施設の整備時の配慮 

本町においては、これまでもオストメイト対応トイレの整備や、公共施設のトイレの

改善を行ってまいりました。今後も新しく施設整備を行う際には、ハートビル法、北海

道福祉のまちづくり条例の基準に沿って、高齢者や障がい者が利用しやすい公共的建築

物の整備を行うほか、既存施設においても、スロープ設置による段差解消、トイレの洋

式化や手すりの設置等、高齢者や障がい者の利用しやすさに配慮した改善を推進します。 

⑤福祉のまちづくりの普及・啓発 

高齢者、障がい者の暮らしやすい生活環境の向上のために、公共施設を中心に、利用

しやすさに配慮した改善を進めているところです。しかし、民間施設、一般住宅等の整

備及びその他居住環境の整備にあたっては、より一層の配慮が求められるところであり、

ハートビル法、北海道福祉のまちづくり条例等の基準の普及・啓発に努めます。 

⑥高齢者・障がい者の自立を支援する共生型住まいの支援 

平成 20 年度にＮＰＯ法人による高齢者と障がい者がお互いに支えあい自立を支援

する新たな共生型住まいが建設されました。 

高齢者サイドは高齢者グループホームの機能を持ち、障がい者サイドは福祉ホームと

しての機能を有する「自立支援ハウス」の利用を支援します。 

 

（2）安全な暮らしの確保 

①防犯・消費者保護の充実 

高齢者、特にひとり暮らし高齢者を犯罪から守るために、防犯に関する啓発活動を進

めるなど地域ぐるみの防犯体制を築いていきます。 

また、悪質な販売から高齢者を守るために、注意を喚起する的確な情報の提供と啓発

を進めます。 

②交通安全の推進 

高齢者が心身機能の低下に対して自らの安全を守るとともに、自動車などを運転する

場合の注意を喚起するよう、老人クラブなどの団体と連携し交通安全教育の充実を図り

ます。また、近年、要援護者や虚弱高齢者の外出手段として、電動車椅子の利用者も増

えてきていることから、利用者が安全な操作で外出ができ、日常生活の行動範囲が拡大

できるよう、関係機関と協力し交通安全の啓発に努めます。 

③防災体制・災害時要援護者対策の整備 

災害時に援護を必要とする高齢者や障がい者を災害から守るために自主防災組織の

結成を推進するとともに、個人情報の保護に配慮し、個々の移送方法や避難場所などの

情報を共有し、支援・保護対策の整備を図ります。 

 ハートビル法） 

「高齢者、身体がい者等が円滑に利用できる特定建築物の建設の促進に関する法律（1994 年制定）」。

建築物のバリアフリー化、エレベーターの設置などを促進し、高齢者、身体障がい者の利用する建築

物（特定建築物）の質の向上と建設の促進を図ることを目的としています。 
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第 3 章 生涯生きがいを持ち健康に生活できるまちの実現 

1 保健医療サービスの充実 

（1）健康づくり施策の充実 

健康で長生きし生涯現役でいることは、ひとりひとりの願いであり心身ともに健康であ

ることは、家庭や地域にとっても有益なことです。 

平成 20 年 4 月から足寄町国民健康保険「特定健康診査等実施計画」に基づき、内臓脂

肪に着目した特定健診・特定保健指導を実施しています。 

また、本計画の目指す生活習慣病予防のためには、飲食・運動・歯科・たばこが大きく

関係してくることから、これら４つの分野について、平成 20 年度～平成 24 年度計画「足

寄町健康づくり計画」を策定しました。各分野に関して啓発活動・講演会を開催していま

す。 

①特定健診・特定保健指導 

【現状と課題】 

特定健康診査については、町の集団健診及び町内 3 医療機関、町外では人間ドック

（厚生連）やＰＥＴがん検診（北斗病院）において、受診者の希望するところで受診

できる体制をとっています。 

平成 20 年度は初年度ということで周知に努め、健診料金を無料とし受診率向上に

努めました。健診項目については、透析等への移行を未然に防ぐため町独自で腎機能

検査項目（クレアチニン・尿酸）を追加しています。 

平成 22 年度の受診者数は、７６９人（受診率 41.1％）で、別表の特定健康診査

等の対象者及び目標値の 50%に満たない状況です。受診奨励の反応として「毎年受

診の必要を認識してない」「治療中だから受けなくて良いと思っていた」という人が多

い状態でした。今後はさらに健診の必要性を周知し、受診者増を図る必要があります。 

特定保健指導は、町保健推進担当と町内医療機関（1 ヶ所）と厚生連の人間ドック 

で実施しています。 

保健指導を実施して動機づけ支援１６人中３人（18.8％）が肥満度が改善した。メ

タボリックの改善ならなかったが体重減尐したのは、男女あわせて 27 人中 3 人

（11.1）％でした。保健指導により、食事や運動など生活改善に取り組みすこしずつ

効果のでている人もいますが長年の生活を変えることは容易なことではなく、若い時

期からの適正な生活習慣が将来の疾病予防に重要になってきます。 

対象者の中には、健診は受けても医療機関受診や指導に結びつかない方もおり、そ

のような方の意識づけについても課題です。 

【計画】 

今後も健診受診や保健指導の必要性を普及啓発します。また、生活習慣改善や医療

に結びつくよう主管の保険担当および医療機関と連携して受診者数や指導者数を増や

します。 
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【別表 特定健康診査等の対象者数（見込み）及び目標値】（表 7） 

特定健康診査等基本方針に掲げる参酌基準及び北海道の目標値をもとに、足寄町国民健康

保険における目標値を設定する。平成２１・２２年度は実績、平成２３・２４年度は目標値

である。平成 25 年以降は特定健診計画未策定です。 

表８ 特定健康診査等の対象者数（見込み）及び目標値 

区  分 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

特定健診対象者及び見込

み 

 

Ⓐ 

1,902 人 1,873 人 1,871 人 2,134 人 2,096 人 

特定健診の 

実施率（数） 

 

Ⓑ＝Ⓐ×％ 

42.8％ 

 

815 人 

39.9％ 

 

748 人 

41.1％ 

 

769 人 

60％ 

 

1,280 人 

65％ 

 

1,362 人 

特定保健指導の実施率

（人） 

 

Ⓒ＝Ⓑ×％ 

37.1％ 

 

49 人 

33.0％ 

 

33 人 

31.0％ 

 

66 人 

44％ 

 

140 人 

45％ 

 

153 人 

メタボリックシンドロー

ムの該当者及び予備軍の

減少率（人） 

124 人 

０％ 

214 人 

▲172.5％ 
218 人 

▲175.4％ 

180 人 

▲145.2％ 

110 人

10.0％ 

（特定健診対象見込みは、平成 15 年度から 19 年度の被保険者数をもとに、増減率により推計。 
：国民健康保険中央会作成ワークシートによる） 

足寄町国民健康保険特定健康診査等実施計画（第 1 期平成 20 年度～24 年度） 

「医療制度改革大綱」（平成 17 年 12 月 1 日政府・不党医療改革協議会）を踏まえ、糖尿病等の生

活習慣病有病者・予備軍を減尐させることを目標に、平成 20 年度からの特定健診・特定保健指導を効率

的・効果的に実施するための計画。 

 

特定保健指導 

特定健診によりメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）及びその予備軍を生活習慣病の発症リス

クなどから階層化し、「積極的支援」「動機づけ支援」「情報提供」を行う。 
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②訪問指導 

【現状】 

特定健康診査の結果で生活習慣改善のため行動変容を必要とする人や、適切な医療

の継続に困難をきたしている人、老人クラブ等で訪問が必要と思われる人に訪問指導

を行い、生活習慣病や要介護状態を防ぎ望ましい生活ができるよう支援しています。 

 

【評価・課題】 

平成 22 年度特定健診の結果からＢＭＩ（体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ））

25 以上が肥満です。ＢＭＩ２５以上は男性 37.2％・女性 34％で平成 21 年度と比

較すると女性の 50 代 60 代で上昇傾向にあります。腹囲（男性 85cm・女性 90ｃ

ｍ以上）については、男性 25.7％・女性 33.4％であり、平成 21 年度と比較すると

男性は５０．８％より減尐し、女性は１６．１％といづれの年代も基準値を超える割

合が上昇しています。メタボリックシンドロームの該当者及び予備軍が増加していま

す。 

早い段階から介入し内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）を予防していく

ことが必要です。 

生活習慣の改善や適切な療養生活が、心身の機能低下を防ぎ、いきいきとした生活

の継続につながることから、今後も家庭訪問指導を行い、早い段階から介護予防を推

進していく必要があります。 

【計画】 

特定健康診査後の家庭訪問指導では、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）

の該当者および予備軍には、必要により家庭訪問を実施し、本人および家族全体の健

康の維持増進・疾病の予防に努めます。 

また、地域支援事業における介護予防の観点からも今後、関係機関や地域住民と連

携しながら進めていきます。平成２５年以降は特定検診計画と同様に未策定です。 

 

表９ 特定保健指導訪問件数（見込み）および目標値（単位：回） 

 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 

訪問件数 94 93 60 60 

 

③高齢者インフルエンザ予防接種 

インフルエンザの予防接種により、高齢者の疾病予防や重症化防止をはかります。

（Ｈ13 年度～定期予防接種対象） 

【現状】 

申し込み制により、町内医療機関での個別接種（1 回）とし、町より一部助成（助

成額 1,000 円）しています。 

事業開始から 8 年目となり、対象者にはおおむね周知され、接種率も伸びてきてい

ます。 
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【課題】 

インフルエンザの流行が春先まで伸びるなど、その年により流行時期も異なること

から、接種時期については医療機関とも協議検討を図る必要があります。 

 

【計画】表１０ 高齢者インフルエンザ予防接種実施数（見込み）および目標値 

 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

実施延べ人員(人) 1,381 1,592 1,555 1,555 1,555 1,555 

受診率(%) 52.4 60.9 60.8 60.8 60.8 60.8 

 

④２３価肺炎球菌ワクチン（任意予防接種） 

平成 23 年度より 23 価肺炎球菌ワクチン予防接種により、高齢者の肺炎の予防及び重

症化防止をはかります。 

「現状」75 歳以上の高齢者に町内医療機関での、個別接種（一回）とし、町より一部

助成（助成額 3,500 円）しています。 

 

【課題】 

予防接種による副反応について町内医療機関から情報を徔る必要があります。 

 

【計画】表１１ 23 価肺炎球菌ワクチン予防接種実施数（見込み）および目標値 

 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

実施延べ人員(人) 334 人 78 人 78 人 78 人 

受診率(%) 23.8％ 60％ 60％ 60％ 

 

④認知症対策 

【現状】 

高齢化に伴い年々増加傾向にある認知症については、随時相談を受けていますが、

相談に来るケースは既に進行している場合が多く、早期に医療に結びつけることが難

しい状況がみられます。 

平成 15 年 9 月から足寄町国民健康保険病院に「もの忘れ外来」が開設され、治療

のみならず家族への対応法の指導が行われている。受診者の増加により診察日が月 2

回から月 4 回に増加しています。 

 

【評価・課題】 

住民の中に認知症についての知識が徍々に浸透し、地元の医療機関で受診しやすい

体制が整備されてきました。 

また、厚生労働省が提起する「認知症サポーター100 万人キャラバン」の一環とし

て行われた「認知症サポーター」養成講座を 17 年から１４回開催しており、440 名

の認知症サポーターが誕生しています。18 年には、「認知症サポーター」の講師役の

「キャラバン・メイト」の養成研修を開催し、現在 54 名が活動しています。 

今後も認知症に対する理解を深めるための取組みが必要です。 
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【計画】 

認知症に対する正確な知識や早期発見のための知識の普及啓発を行います。 

認知症早期発見のための「認知症サポーター」を養成するとともに、障がい・虚弱

（主に認知症）高齢者のための「かえるネットワーク」事業の充実を図ります。（別途

記述） 

表 1２ 養成講座開催予定 

年  度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

開催数（回） 2 2 2 

目標数（名） 50 50 50 

 

 

 

 

 

2）生活を支える医療の充実 

【現状】 

町内には 3 カ所の医療機関があり、内科、外科、整形外科、婦人科、精神科の一次

医療を担っています。平成 24 年 4 月より町内の一般入院病床１１０床が 60 床に変

更します。変更に伴い我妻病院の一般病床を廃止し、介護療養病床を「介護療養型老

人保健施設」へ転換します。このことにより、医療必要度の高い高齢者の療養環境が

整備されることになります。その他、歯科医院が 3 ヶ所あります。 

町国保病院においては、出張医師による特殊専門外来診療として婦人科、整形外科、

眼科及び物忘れ外来を行っています。 

我妻病院においては、従来どおりが外来診療を行うとともに、高齢者の在宅療養を

支える医療サービスとして、訪問診療、訪問看護、リハビリ科、デイケアが行われま

す。 

しんどう医院では、内科、循環器科、小児科、外科、整形外科、訪問診療が行なわ

れています。 

本町は広大な面積を持ち高齢化が進んでいることから、町は 8 路線でへき地患者輸

送バスを運行し、市街地域にある医療機関までの交通手段を確保しています。また、

町の人工透析患者に対する支援として、足寄町社会福祉協議会が実施している本別町

への通院移動支援に伴う通院車両の運行に要する経費を補助しています。高齢者・障

害者等通院支援事業（乗り合いタクシー）ではタクシーの経費を補助しています。 

 

【評価・課題】 

① 高齢期のうつや認知症などの予防及び悪化防止のために医療機関のきめ細かな対

応が求められる高齢者が増加しているため、物忘れ外来を月に4回開設しています。 

② 在宅生活の継続の要は、在宅療養を支える医療の充実が必要条件であり、より一

層の「待ち」の医療から地域へ「出ていく」医療の転換を進める必要があります。 

③ 医療サービスメニューは整備されてきています。今後は、住民一人ひとりが自分

認知症サポーター 

認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族に対して温かい目で見守る、認知症

の人の応援者です。 
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にあった医療が受けられるようサービスの調整を図るなどのケアマネジメントを推

進する必要があります。 

④ 包拢的ケアシステムの充実を図るため、ケアマネジメント体制確立にむけて協力

する必要があります。 

 

【計画】 

① 今後、ますます多様化が予測される医療ニーズに対応するために、近隣町との連

携及び通院移動支援を継続します。 

② 前期高齢者を中心とした生活習慣病患者教育の充実や一人ひとりに応じたサービ

スの提供のため、保健医療のネットワークの強化を図ります。 

③ 訪問診療、訪問看護、訪問リハビリ等在宅療養を支える医療サービスの充実に向

けて医療機関との協議を進めます。 

④ 疾病の早期発見、早期治療による良質な医療サービスの提供を行い、高度医療を

推進するため、医療機器の拡充、更新及び新規整備を進めます。 

⑤ 地域包拢支援センターと連携を図り、介護予防の充実に努めます。 

 

（3）地域リハビリテーションの推進 

【現状】 

多くの場合、医療機関でリハビリを受けても、退院後にリハビリを継続されていな

い状況にあり、それが閉じこもりの要因にもなっています。障がいのある人や高齢者

が足寄町で地域の人々と共にいきいきとした生活が送れるための地域リハビリテーシ

ョンの推進が求められています。 

町内には、リハビリ設備のある医療機関が 2 か所あり、通院系リハビリは主にそこ

で行われています。その他、デイケア、町外の通院系リハビリを利用している人、訪

問看護で継続している人もいます。 

老人クラブや生きがいデイサービス、老人憩いの家（独居老人給食サービス）等に

おいては、介護予防の観点から、保健師・健康運動実践指導士が支援しています。 

リハビリＯＢ「遊鶴の会」や介護者の会の託老事業「さくらんぼの会」も自主的に

外出の機会をもつよう活動しています。 

また、保健・医療・福祉関係職員や要介護者・家族・地域住民の学習の機会として

「十勝地域リハビリテーション広域支援センター」の協力を徔て、学習会や講演会を

開催しています。 

【課題】 

リハビリテーションは機能訓練だけではなく、日常生活そのものがリハビリです。

集団での支援は介護保険の通所リハビリ・訪問看護により実施されてきていますが、

個別支援の面からは専門職員の訪問リハビリと適切な福祉用具の活用支援がもとめら

れています。 

リハビリ専門職員の確保が困難であっても、地域全体が地域リハビリテーションの

理念を理解し、日常の活動に取り入れていくことが求められています。 
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医療機関で受けたリハビリが在宅生活に戻ってからも生かされるように、保健・医

療・福祉の連携のもと残存機能維持・回復に努めることが課題です。外出の機会が増

えることで改善や予防につながることから、今後も出かけるサービスを充実させるこ

とも必要です。 

【計画】 

身体やことばに障がいが生じても、残された機能を最大限に活用して、たとえ介助

が必要であっても、社会の一員として住み慣れた地域で生活が継続できるように保

健・医療・福祉の関係機関およびボランティア等地域住民のネットワークを広げ、生

活の場を中心とした身近な支援体制を整えていきます。今後、脳卒中地域連携パス等

の活用もすすめます。 

また、地域リハビリテーションを普及推進するため、保健・医療・福祉の関係者の

みでなく、ボランティア等への研修を十勝地域リハビリテーション広域支援センター

と連携を図りながら進めます。さらに、個々の心身の機能低下を防ぐために、必要な

サービスの整備や、ボランティアの育成も推進します。 

脳卒中地域連携パス 

北海道医療計画における脳卒中の医療連携体制で、脳卒中患者の生活機能の維持・向上のため、急性

期・回復期・維持期において医療機関から在宅介護までの連携推進を図る。 
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2 福祉サービスの充実 

高齢者が住み慣れた地域で、できるだけ長く自立した生活を継続することを可能とする

ために、簡易な日常生活上の援助を行う「軽度生活支援事業」や身近な地域で、通所する

ことができる「生きがいデイサービス事業」の実施など介護予防・生活支援の観点からサ

ービスの基盤整備に取り組んできました。 

各事業の実施にあたり、町内の理美容院や建築士会足寄支部の協力による「訪問理美容

サービス」の提供や住宅改修の相談を受け助言・指導を行う「住宅改善支援チーム」の発

足、また、「除雪サービス」の自治会等の取り組みや住民自主グループの活動など地域社会

や住民の参加が増えてきています。 

今後も、住民活動に対する所要の支援を図りながら、高齢社会に対応した地域づくりを

積極的に進めるとともに、高齢者が要介護状態にならないための介護予防サービスや住み

慣れた地域社会の中で生活していくことを支援する生活支援サービスを引き続き提供する

とともに、サービスの充実に取り組んでいきます。 

 

（1）生活支援サービスの充実 

①外出支援サービス（移送サービス） 

【現状】 

概ね 65 歳以上の在宅の高齢者、重度身体障がい者で外出が困難な方を機能回復訓

練、病院等への通院時に送迎を無償でサービス提供しています。通院時の利用を月 2

回、原則町内のみとしていますが、特殊事情等により町外移送も年数回実施していま

す。19 年度の実績は、実利用者数 46 人、延べ利用回数 327 回となっています。ま

た、通院が 261 回・入退院送迎が 27 回と全体の約 90％（288 回）を占めていま

す。 

【評価・課題】 

ここ数年施設への入所、不薬期間の延長等により利用回数が若干減尐傾向にあるが、

移送サービスに対するニーズは高く、今後高齢者の増加に伴い利用希望者が増えるこ

とが予想されます。状況に応じ利用条件の緩和等を検討する必要があります。 

【計画】 

移送サービスは、外出が困難な高齢者の生活支援に欠かせないサービスであり、引

き続き事業を実施します。 

②日常生活支援事業 

【現状】 

軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅のひとり暮らし 65 歳以上の高齢

者等の自立した生活の継続を可能とするとともに、要介護状態への進行を予防するこ

とを目的にサービスを提供しています。支援を必要とする方を対象に、おおむね週 2

回又は 3 時間を限度に実施しています。平成 22 年度は、実利用者数 1 人に対し、延

べ 42 回訪問介護員（ホームヘルパー）を派遣しています。 

【評価・課題】 

要介護認定で「自立」と判定された方・その他支援を必要とする方を対象に、ＮＰ
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Ｏとの連携により事業を実施していますが、利用人員が１人で固定しており、軽度な

日常生活援助として事業内容見直しを図る必要があります。 

【計画】 

事業利用の適否にあたっては、「地域ケア会議」において審査を行うとともに、自立

支援の観点からアセスメントを行い、個々の状態に応じた自立支援プランの作成に努

めていますが、ボランティアによる事業提供を含めて事業内容の見直しを行います。 

③除雪サービス 

【現状】 

65 歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢夫婦世帯、障がい者世帯を対象に、外出

するための通路、火災事敀防止のために必要な場所の除雪を行うサービスです。 

平成 18 年度から建設業協会による除雪ボランティアが実施されており、この除雪

サービスを受けた世帯は、平成 21 年度 20 世帯、平成 22 年度 19 世帯となってい

ます。 

また、地域住民組織（自治会等）による除雪支援も行われています。地域住民組織(自

冶会等)による除雪に対しては、対象者 1 世帯あたり年額 5 千円を当該自治会へ助成

しています。平成 22 年度は、44 世帯が利用し、16 自治会に助成金を交付していま

す 

その他、農村地区等では、町の建設課車両室による除雪を行っています。 

【評価・課題】 

今後、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯の増加に伴い、除雪サービスのニーズはま

すます高まることが想定されます。町や就労センター、建設業協会での対応には限界

があり、ボランティア及び地域での取り組みの拡大が重要です。 

【計画】 

自治会等の自主的な活動への支援を行うとともに、建設業協会のボランティアに引

き続き協力を願い、今後、さらに自治会や地域の自主活動グループ、新たなボランテ

ィア組織への協力を呼びかけ、地域支え合いの取り組みの拡大を図ります。 

④住宅改修支援事業 

【現状】 

高齢者が本町に居住し、かつその方の住む住宅の改造、新築を行う際に、適切な助

言を不え、個々に住みやすい住宅の整備を図るとともに、介護保険制度の住宅改修事

業の円滑な利用の促進を図ることを目的とした事業です。 

平成 13 年度に北海道建築士会十勝東北部支部足寄分会の協力を徔て、建築職・保

健師・理学療法士等による「住宅改善支援チーム」を設置し、技術的・専門的なアド

バイスを行うとともに、施工者との調整や施工後の評価及び利用者に対する指導等を

行っています。 

【評価・課題】 

平成 13 年度に住宅改善支援チームが設置されてから、これまでに利用は 2 件に止

まっていますが、障がいを持つ高齢者が在宅で生活するためには、住環境を整備する
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ことが重要であり、支援チームの存在を周知し積極的な利用を呼びかけていく必要が

あります。 

【計画】 

今後、事業の周知に努め「住宅改善支援チーム」の利用拡大を図ります。 

⑤訪問理美容サービス 

【現状】 

身体的状況等により理容院、美容院等に出向くことが困難な高齢者、身体障がい者

等に対して、居宅で理美容サービスを提供した場合、移動・出張に要する経費を支援

する事業で、要介護認定 3 以上の方、身体障がい者手帳の交付を受けている方で 1 又

は 2 級の方を対象としています。 

町内の理美容院の協力を徔て、平成 13 年度からサービスを提供しています。 

平成 22 年度は、高齢者 2 人が利用し、利用回数は延べ 4 回となっています。 

身体障がい者の利用はありませんでした。 

【計画】 

理容院や美容院へ出向くことが困難な在宅の高齢者等の生活の質の向上を図るため、

事業の周知を図り、引き続きサービスを提供していきます。 

⑥あんしん電話サービス 

【現状】 

70 歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に、婦人ボランティアにより利用者の状況

に応じて定めた曜日・時間帯に週 2 回電話をかけて安否の確認をするとともに相談相

手となり、その生活状態のアドバイス等を行っています。平成 22 年度の実績は 481

回、利用実人員 7 人となっています。 

【計画】 

施設入所等により利用人員は減尐していますが、今後も婦人ボランティアの協力を

徔て電話サービスを継続実施します。 

⑦緊急通報装置システム 

【現状】 

概ね 65 歳以上のひとり暮らしの高齢者又は、身体障がい者のいる世帯等に急病や

災害時等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、緊急通報装置を設置することと

し、平成 22 年度末で 108 世帯に端末機を設置しています。 

当初は町が緊急通報センター装置や端末機を購入し、消防署や対象世帯に設置して

いましたが、平成 19 年度の緊急通報センター装置更新時期に見直しを図り、端末機

の設置・管理及び通報受信業務を一拢して業者へ委託しています。 

【評価・課題】 

受託業者と町、消防、協力員が連携して安否確認や緊急時の通報体制を確保してお

り、高齢者や身体障がい者が安心して生活できる体制づくりの一助となっています。 
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【計画】 

施設入所や町外転出により利用世帯は減尐していますが、一方で端末機新規設置の

ニーズも高いことから、今後も、事業を継続していきます。 

⑧福祉電話貸付け 

【現状】 

おおむね 65 歳以上のひとり暮らしの高齢者、及び身体障がい者で緊急連絡の手段

として必要性があると認められる方の世帯に電話の貸不をしています。平成 19 年度

末現在、町保有台数 14 台中 5 台を貸し出しています。 

【計画】 

貸付台数は減尐傾向にありますが、今後も、必要に応じ実施していきます。 

⑨「食」の自立支援サービス 

ア）配食サービス 

【現状】 

概ね 65 歳以上のひとり暮らしの高齢者又は、これに準ずる世帯及び心身障がい者

で日常生活に著しく困難をきたしている方に、週 1 回（木曜日）、利用料 300 円でボ

ランティアによる配食を行っています。社会福祉協議会が町の委託事業として実施し

ており、平成 22 年度は、年間延べ利用者数 617 人、利用実人員 15 人となってい

ます。 

【評価・課題】 

配食は在宅の高齢者が健康な生活を送るために必要なサービスであり、現状の週 1

回から実施回数を増やす必要があると考えていますが、配食ボランティアの人員確保

が課題となっています。 

配食ボランティアの増員や新たな配達体制など検討する必要があります。 

【計画】 

「食」は、人が健康に生きていくために必要丌可欠であるとともに、生活の質の向

上にとっても重要であることから、高齢者が健康で自立した生活を送るために、充分

なアセスメント、定期的な評価、「食」の観点からの総合的サ－ビス提供へとつなげる、

といった一連の取り組みが極めて有効と言われています。そこで、在宅の高齢者が健

康で自立した生活が送れるような食事援助を可能とし、利用者個々に適した提供のあ

り方を検討していきます。 

イ）給食サービス 

【現状】 

70 歳以上のひとり暮らしの高齢者を対象に、社会福祉協議会が婦人ボランティア

の協力により、週 1 回（火曜日）、200 円で会食方式による給食サービスを行ってい

ます。平成 22 年度は、年間延べ利用者数 815 人、実利用者数 18 人となっていま

す。 
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【評価と課題】 

バランスの取れた食事の提供だけでなくサロン的な機能も果たしており、ひとり暮

らしの高齢者が健康で生きがいのある生活を送るために必要なサービスとなっていま

す。 

移動手段がないため、へき地患者輸送バス（町有バス）を利用して参加している高

齢者がいる一方で、バスの運行日が合わず参加できない高齢者もいると思われること

から、そのような地域のニーズ把揜や対策について検討する必要があります。 

【計画】 

「食の自立支援事業」の一環としてサービス提供を継続するとともに、移動手段が

全くない地域の潜在的なニーズの把揜や対応について検討します。 

⑩生活管理指導事業 

生活管理指導短期宿泊事業 

【現状】 

自立判定を受けた高齢者やひとり暮らしの高齢者を一時的に養護する必要がある場

合等に、特別養護老人ホームの空きベッドを利用して、短期間の宿泊により生活習慣

等の指導を行うとともに、体調の調整を図ります。 

平成 12 年度から事業を実施しており、22 年度は 1 人、７日間の利用がありまし

た。 

【計画】 

サービスの利用は尐ないですが、緊急的利用も考えられることから、今後も内容の

周知に努め継続していきます。 

⑪高齢者・障がい者等通院支援事業 

【現状】 

市街地に居住する移動手段のない高齢者及び障がい者等に対し、町内医療機関への通

院を支援し、経済的負担の軽減と移動手段の確保を図るものとして平成20年6月から、

乗り合いタクシーにより希望者宅から医療機関との間を送迎しています。 

運行は週 2 回で利用料金は 1 回 100 円です。11 月現在登録者は 36 人です。 

【計画】 

高齢者及び障がい者等への支援として事業周知とともに、継続実施します。 

⑫介護用品（紙おむつ）支給 

【現状・評価】 

要介護又は要支援と認定され、おむつ等を必要とする在宅生活者（一般病院への

入院者を含む。）に、介護用品（紙おむつ、紙パンツ、尿取りパット）を月額 6,000

円分まで 1 割の自己負担で購入できる利用券を支給しています。 

【計画】 

平成２３年度までは、介護保険（市町村特別給付）により実施してきましたが、

平成２４年度より一般財源での実施に移行します。 

制度開始当初から急激な利用者の伸びを見せた後、その伸びがいったん落ちつき、
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第 4 期においては要介護認定者の伸びと同様に微増傾向で推計しましたが、依然と

して伸びが落ちついています。 

第５期も伸びが落ちついているものと見込みました。 

【サービス利用量の実績及び見込み】 （単位：件） 

 
平成 21

年 

平成 22

年 

平成 23

年 

平成 24

年 

平成 25

年 

平成 26

年 

利用件数 1,582 1,531 1,530 1,530 1,530 1,530 

給付費（円) 7,071,617 6,832,819 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 

前回計画値 7,380,000 7,500,000 7,750,000 

達成率(%) 95.8 91.1 90.3 

 

（2）生きがい活動支援事業の充実 

①認知症予防・介護事業 

障がい・虚弱高齢者のための「かえるネットワーク」事業 

【現状・評価】 

高齢者の増加に伴い障がい・虚弱（主に認知症）高齢者の徕徊事例が増加していま

す。徕徊症状を持つ高齢者を早期に発見し生命及び身体の安全を確保するために、関

係機関（37 団体）の相互の連携を強化すると共に地域全体の協力体制を構築し、速

やかに徕徊高齢者の保護、更に適切な事後措置を図り、本人・家族及び地域の認知症

高齢者に対する理解を深めることを目的に平成 16 年 2 月に「かえるネットワーク」

（以下「ネットワーク」という。）が組織されました。 

年に 1 度ネットワーク会議を開催し、障がい・虚弱（主に認知症）高齢者に関する

諸問題の解決について協議検討を実施しております。 

【計画】 

ネットワーク事業について、本人、家族及び地域への広報を行い、理解を深めると

ともに、徕徊高齢者の実態調査を行います。 

また、ネットワーク関係機関と連携を図り、よりきめの細かい捜索体制の充実を図

ります。 

②地域住民グループ支援事業 

【現状・評価】 

閉じこもりがちな高齢者や要介護状態になるおそれのある高齢者に対し、社会的孤

立感の解消、自立生活の助長など介護予防に資する活動を自主的に行うグループに所

要の助成を行い支援する事業です。 

平成 12 年度から事業を実施し、現在 4 グループが定期的な活動を行っており、そ

の活動の内容は、定期的な見守り・除雪・声かけによる安否確認や集いの開催など、

地域での支え合いを実践しています。 

【計画】 

今後、地域での支え合いがますます重要であり、こうした住民の自主活動に対する
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支援を継続実施するとともに、事業の周知を図り自主グループの拡大に努めます。 

③生きがい活動支援通所事業（生きがいデイサービス） 

【現状】 

在宅の高齢者等に対して、身近な所に通所できるよう、大誉地、芽登、螺湾の「寿

の家」で概ね週 2 回、介助員による見守り、対話、ゲーム、給食サービス、健康相談

などを行う「生きがいデイサービス」を各地域の運営委員会へ委託し実施しています。 

利用料は、1 回 600 円、平成 22 年度は、延べ 246 日開設され、延べ 2,022 人

が利用しました。 

【評価・課題】 

郊外に住む高齢者にとって、バランスの取れた食事や生きがい活動が提供されるサ

ービスとして、介護予防を図るうえで重要なサービスとなっています。 

また、在宅高齢者の見守りや行政による対応が必要な高齢者の早期発見といった機

能も果たしています。 

各地域の運営委員会役員の高齢化に伴い運営が難しくなってきていることや、介助

員の確保、現在休止している上利別地区での事業再開が課題となっています。 

【計画】 

食生活の指導や介護予防事業との連携等も検討しながら事業を継続していきます。 

各地域の運営委員会での運営や介助員の確保が課題となっていることから、適切か

つ継続可能な運営体制等について検討を行います。 

④各種祝い金等に関する事業 

ア）敬老祝い金 

本町に引き続き 1 年以上居住し、基準日（毎年 9 月 15 日）までに 77 歳・88 歳・

99 歳に達した高齢者に対し、その長寿を祝福するとともに社会に貢献した労をねぎ

らい、祝金（それぞれ 1 万 5 千円・3 万円・10 万円）を支給しています。 

平成 22 年度は、77 歳 110 人、88 歳 36 人、99 歳 2 人に支給しており、対象

者は多尐増加傾向にはありますが、高齢者の生きがいとしての視点からも今後も現行

水準の支給を維持します。 

イ）敬老会開催費交付金 

自治会等が地域の高齢者に対し、その長寿を祝福するとともに、地域社会に貢献し

た労をねぎらい、あわせて敬老思想の高揚を図ることを目的として敬老会を開催した

場合に、必要な経費として７５歳以上の高齢者 1 人につき 2,500 円以内の額を交付

しています。（基準日は毎年 12 月 31 日） 

平成 22 年度は、20 団体 1，218 人に交付しています。 

 

（3）施設サービスの確保 

①養護老人ホーム 

おおむね 65 歳以上の方で体が弱く、環境上の理由及び経済的な理由により、同居、

もしくは居宅生活が困難な方が入所する施設です。 



- 41 - 

【現状】 

平成 22 年度末現在、町外 2 施設に 5 人入所しています。入所待機者は現在 0 人

となっています。 

表 1３ 養護老人ホーム措置状況 

施設名 入所者数 

新得町養護老人ホーム 2 人 

本別町養護老人ホーム 3 人 

合  計 5 人 

【計画】 

現状、養護老人ホームは行政による措置入所扱いで、入所にあたっては「居宅生活

が困難な生活保護世帯や生活困窮者」等の要件があり、入所者は減尐傾向にあります。 

本町では引き続き入所必要者について、町外施設を利用するものとします。 

②軽費老人ホーム（Ａ型・Ｂ型） 

60 歳以上の者（夫婦で入所する場合はどちらかが 60 歳以上）であって、家庭環

境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な方が低額な料金で入

所する施設です。 

 

【計画】 

本町には、ケアハウス（介護利用型軽費老人ホーム）が 1 か所設置されているため、

新たな整備は行わないものとします。 

③ケアハウス（介護利用型軽費老人ホーム） 

60 歳以上の者（夫婦で入所する場合はどちらかが 60 歳以上）であって、かつ、

身体機能の低下等が認められ又は高齢等のため、独立して生活するには丌安が認めら

れる者で、家族による援助を受けることが困難な者を低額な料金で利用させる施設で

す。 

【現状】 

平成 19 年度末現在、定員 70 人に対し 70 人が入居しており、隣接しているパー

クゴルフ場、農園、花畑の活用や、カラオケ等の自主的な趣味の会を結成するなど、

有意義な生活を営んでいます。また、お風呂は温泉を利用しており、入居者に喜ばれ

ています。 

【計画】 

現在、ケアハウスを 1 か所（定員 70 人）設置しているため、施設需要に対応でき

る状況にあり、新たな整備は行わないものとします。 

軽費老人ホーム A 型 ） 

原則として 60 歳以上の者で基本利用料の 2 倍相当程度以下の収入である者で、①身寄りのない者、

②家庭の事情等によって家族との同居が困難な者、が入所の要件。 

軽費老人ホーム B 型 ） 

原則として 60 歳以上の者で家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難

な者、が入所の要件。ただし、自炊ができない程度の健康状態にある者は除く。 
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3 地域支援事業の充実 

明るく活力ある超高齢社会の構築、社会保障の総合化を基本的視点として介護保険制度

の改正がなされ、予防重視型システムへの転換として地域支援事業が創設されました。 

地域支援事業は要支援・要介護になるおそれのある高齢者を対象に効果的な介護予防事

業として介護保険制度に新たに位置付けられました。 

地域支援事業として 

介護予防事業 ・ 包拢的支援事業 ・ 家族介護等支援事業 を行います。 

 

（1）介護予防事業 

①一般高齢者を対象とした介護予防事業 

どのような健康状態であっても生活機能の維持・向上を積極的に図り要支援・要介護

状態の予防及びその重症化の予防、軽減により高齢者本人の自己実現の達成を支援して

いきます 

【現状】 

老人クラブや各種団体へ訪問や健康教室などの開催で、高齢期特有の心や体の特徴

を踏まえ、高齢者自身が健康づくりに関心を持ち取り組めるよう、分かりやすく気軽

に継続が出来るなど内容等に工夫し、健康教育を行っています。 

表 1４ 一般高齢者を対象とした健康教育の実施 

 内    容 

介護予防普及啓発 

老人クラブ・老人クラブ連合会等   31 回実施  

従事者 保健師・健康運動実践指導者・管理栄養士・音楽療

法士・歯科衛生士 

平成 23 年度 

けんこう貯筋教室 

対 象 65 歳以上の一般高齢者 

場 所 町民センター 

内 容 運動機能向上・口腔機能向上・栄養改善・ 

閉じこもり・認知症・うつ予防  7 回実施 

従事者 健康運動実践指導者・管理栄養士・音楽療法士・歯

科衛生士・理学療法士 

 

健康教育 現 況 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 備 考 

実施回数（回/年） 31 30 30 30  

実施延べ人員（人） 630 650 650 650  

 

けんこう貯筋教室 現 況 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 備 考 

実施回数（回/年） 6 10 10 10  

実施延べ人員（人） 138 200 200 200  



- 43 - 

【課題】 

高齢者の健康づくりは、バランスの取れた適正な食事とそれを支える歯の健康や運

動、禁煙、心の健康のため生活習慣病などの疾病やうつなどを早期に発見し、早期に

適切な治療に結び付け、生活習慣改善に取り組むことが重要です。また治療中の人も

多いので、病気の悪化を防ぐことも重要です。 

二次予防事業対象者など支援が必要な方（対象者）の早期把揜が難しい状況であり、

これまで具体的な健康づくりの取り組みは、必ずしも十分ではありませんでした。 

介護予防事業を推進するためには、高齢者自ら健康づくりに取り組めるよう意識を

高めていくこと、介護予防のため個々の取り組みを日々の生活に定着させることが出

来るよう、地域住民と共に取り組むなど支援が必要です。 

介護保険など介護体制は整っていますが、高齢者人口の増により要介護状態になら

ない取り組みがこれまで以上に重要となっています。 

【計画】 

今後も関係機関と連携し、生活機能の維持・向上を積極的に図り、要支援・要介護

状態の予防とその重症化を予防する効果的な介護予防について普及啓発を図るととも

に、教室修了者等による自主活動グループ化の推進と側面的支援を行います。あわせ

て地区組織活動を推進します。 

また、機会を捉えて高齢者の生活機能評価を実施し、二次予防事業対象者の把揜に

努めます。 

②二次予防事業対象者を対象とした介護予防事業 

要支援・要介護状態になる恐れの高い高齢者の生活機能の維持・向上を積極的に図り

要支援・要介護状態の予防及びその重症化の予防、軽減により高齢者本人の自己実現の

達成を支援する目的で、平成 23 年度から開始しています。 

【現状・評価】 

町内ＮＰＯへ委託し、二次予防事業対象者に、個別計画に基づいた運動機能向上、

栄養改善、口腔機能向上プログラムを実施しています。 

利用者は尐ない状況にありますが、要支援・要介護状態になることを防ぐために有

効な事業であることから、利用拡大に向けた周知を図る必要があります。 

【計画】 

利用拡大に向けた周知を図り、引き続きサービスを提供していきます。 

 

（2）包拢的支援事業 

「地域包拢ケア」の中核拠点として包拢的支援事業を一拢して行うため、地域包拢

支援センターを設置しました。 

【目的】 

高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することができるよ

うにするためには、できるだけ要介護状態にならないような予防対策から高齢者の状

態に応じた介護サービスや、医療サービスまで様々なサービスを、高齢者の状態の変
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化に応じ切れ目なく提供することが必要とされています。 

このため、地域の高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安

定のために必要な援助、支援を包拢的に行う中核機関として、地域包拢支援センター

を設置しました。 

平成 18 年 4 月 1 日に開設され、主任ケアマネージャー・社会福祉士・保健師の 3

名を配置し、それぞれ専門職としての知識・技術をいかしたチームアプローチにより、

運営しています。 

運営にあたっては、その方針について地域包拢支援センター運営協議会を設置し、

公正・中立性を確保し適切な運営に努めます。 

【課題】 

要支援者を対象として新予防給付を実施するため介護予防ケアマネジメントを実施

し、要介護状態になることを予防することが課題です。 

高齢者の実態把揜や虐待への対応を含む総合的な相談支援事業及び権利擁護事業を

実施し高齢者の尊厳の保持に向けての取組みが必要です。 

高齢者が住み慣れた地域で暮らせるよう、主治医、ケアマネジャーなど多職種協働・

多職種連携による長期継続ケアマネジメントの後方支援が必要です。 

【計画】 

○ 介護予防事業及び改正後の介護保険法に基づく、新たな予防給付（新予防給付）

に関する介護予防ケアマネジメントを実施します。 

○ 多様なネットワークを活用した地域の高齢者の実態把揜や、虐待などを含む総

合的な相談支援事業及び権利擁護事業を実施します。 

○ 高齢者の状態の変化に対応した、長期継続的なケアマネジメントの後方支援を

行う、包拢的・継続的ケアマネジメント支援業務を実施します。 

 

（3）家族介護等支援事業 

家族介護教室、介護講座、家族介護交流事業、介護用品の支給等を継続して、地域

支援事業の家族介護等支援事業として取り組んでいきます。 

※事業内容は 7４頁に掲載しています。 
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第 4 章 地域で支え合う継続的ケアのできるまちの実現 

1 介護保険サービスの充実 

住み慣れた地域で、そして住み慣れた家で高齢者が生涯を暮らし続けることを可能とす

るために、本町では、ホームヘルプサービス、（認知症専用）デイサービスやデイケアの提

供、認知症高齢者グループホームの整備など、居宅サービスの充実を図るとともに、施設

サービスにおいても介護療養型医療施設の介護療養型老人保健施設への転換を図る等、介

護保険サービスの基盤整備に努めてきました。 

今後も、介護保険サービス基盤の充実、支援につとめてまいります。 

（1）要介護認定者数の現状と将来推計 

要介護度とは、高齢者の援護を要する程度をその支援に必要な時間数に応じて７段階

に分類したものです。要介護度は、日常生活に見守りや支援を必要とする状態を意味す

る「要支援認定」と日常生活に介護を必要とする状態を意味する「要介護認定」の主に

２つに区分されます。 

表 1５ 要介護度別身体状況及び介護に要する時間 

要介護度 身体状況 介護に要する時間 

要支援 1 
日常生活は基本的にできるが、浴槽の出入りなどに一部介助が

必要 
 25 分以上  32 分未満 

要支援 2 
立ち上がる際などに不安定さ

がみられることが多く、排せつ

や入浴などに一部介助が必要 

下欄の状態区分に該当しない方 

 32 分以上  50 分未満 

要介護 1 

・ 疾病や外傷等により、心身の状態

が安定していない状態 

・ 一定の介護が必要な程度の認知症

がある状態 

要介護 2 
一人で立ち上がることができない場合が多い。排せつや入浴などに一部

又は全介助が必要 
 50 分以上  70 分未満 

要介護 3 
立ち上がりや歩行が一人でできない。排せつ、入浴、衣服の着脱などで

全介助が必要 
 70 分以上  90 分未満 

要介護 4 
排せつや入浴、衣服の着脱などに全介助、食事をとる際に一部介助が

必要 
 90 分以上 110 分未満 

要介護 5 生活全般にわたって全介助が必要 110 分以上 

①要介護認定者数等の推移 

平成 12 年から平成 2３年の認定者の推移は次のとおりとなっており、介護保険制

度の定着及び支援が必要となる確率が高くなる後期高齢者数（75 歳以上の方）の増

加により、要介護認定者数が年々増加してきています。 
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表 1６ 要支援・要介護者の推移 （単位：人 （ ）内は％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 9 月末月報数値、平成 18 年要介護 1 には経過的要支援を含む） 

 

②要介護認定者数の推計 

平成 2３年７月末の年齢区分毎の人口に占める要介護度別の認定者数の割合（出現

率）は次の表のとおりです。80～84 歳の要介護認定者出現率は約 2５％、85 歳以

上の要介護認定者出現率は約６０％となっています。 

表 1７ 年齢区分別要介護認定者の割合（出現率・平成 2３年７月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年度及び平成２３年度の実績値の伸びが平成２６年度まで一定と仮定し、

また、平成 2４年以降の年齢区分毎の人口推移を加味し、平成 2４年以降の要介護認

定者数を推計しました。要介護認定者となる確率が高い後期高齢者の増加の一方で認

定出現率は横ばいであることから、認定率は微増傾向として推計しました。 

要介護度 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

61 67 59 58 75 100
(14.0) (15.3) (13.7) (12.3) (15.5) (20.5)

31 46 40 51 52 48
(7.1) (10.5) (9.3) (10.8) (10.8) (9.8)
122 77 65 80 80 82

(28.0) (17.6) (15.1) (17.0) (16.6) (16.8)
68 63 84 75 75 67

(15.6) (14.4) (19.4) (15.9) (15.5) (13.7)
45 54 53 59 51 61

(10.3) (12.4) (12.3) (12.5) (10.6) (12.5)
44 45 45 63 70 62

(10.1) (10.3) (10.4) (13.4) (14.5) (12.7)
65 85 86 85 80 69

(14.9) (19.5) (19.9) (18.1) (16.6) (14.1)
436 437 432 471 483 489

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

うち40～
64歳②

11 8 10 12 12 13

65歳以上
人口③

2,614 2,639 2,635 2,612 2,604 2,555

参考：(①
－②)／③

(16.3) (16.3) (16.0) (17.6) (18.1) (18.6)

要介護５

合　計
①

要介護３

要介護４

要支援1

要支援2

要介護２

要介護１

要介護度 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年

47 30 48 76 78 66
(16.3) (9.6) (13.5) (19.5) (19.7) (15.8)

70 96 99 118 126 131
(24.2) (30.8) (27.8) (30.3) (31.7) (31.3)

40 53 62 50 47 55
(13.8) (17.0) (17.4) (12.9) (11.8) (13.2)

41 45 49 45 47 45
(14.2) (14.4) (13.8) (11.6) (11.8) (10.8)

33 28 33 38 42 50
(11.4) (9.0) (9.3) (9.8) (10.6) (12.0)

58 60 65 62 57 71
(20.1) (19.2) (18.3) (15.9) (14.4) (17.0)

289 312 356 389 397 418
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

うち40～
64歳②

11 8 8 9 13 13

65歳以上
人口③

2,383 2,458 2,546 2,568 2,573 2,624

参考：(①
－②)／③

(11.7) (12.4) (13.7) (14.8) (14.9) (15.4)

要介護４

要介護５

合　計
①

要支援

要介護１

要介護２

要介護３

　 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合　計

40～64歳 0.11% 0.11% 0.04% 0.00% 0.04% 0.00% 0.19% 0.49%
65～69歳 0.35% 0.70% 0.53% 0.18% 0.18% 0.35% 0.53% 2.82%
70～74歳 1.08% 0.36% 1.08% 0.54% 0.72% 0.72% 0.54% 5.04%
75～79歳 3.09% 2.23% 2.23% 1.37% 1.89% 0.86% 1.55% 13.22%
80～84歳 5.82% 1.94% 4.74% 3.88% 2.37% 3.88% 2.80% 25.43%
85歳～ 10.80% 4.27% 10.05% 10.05% 7.54% 9.05% 9.05% 60.81%

65 歳 以 上
人 口 に お
け る 認 定
者の割合

3.69% 1.73% 3.23% 2.69% 2.19% 2.50% 2.46% 18.49%
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表 1８ 要介護認定者数の推計 （1 号被保険者数・認定者数割合による調整後推計）（単位：人） 

（「1 号被保険者数における認定者の

割合」の算出には、他市町村施設に入所

中である住所地特例者を加味してありま

す。） 

 

 

 

 

 

③施設における利用者数の推計 

本町の施設サービス利用者数は、平成 23 年度利用者数（見込み）１４７人に対し

今後 3 年間では減尐する見込みとしました。これは、今後町内でグループホームや小

規模多機能型居宅介護施設を整備することにより、他町の施設入所者が、これらのサ

ービスを利用するものと考えられるからです。 

  表１９ 施設サービス利用者数の推計             （単位：人） 

 平成21 年 平成22 年 平成23 年 平成24年 平成 25 年 平成26 年 

特別養護老人ホーム 85 87 88 88 83 75 

 

要介護 1 0 0 1 1 1 1 

要介護 2 8 8 6 6 5 3 

要介護 3 16 13 21 21 19 16 

要介護 4 23 27 30 30 28 25 

要介護 5 38 39 30 30 30 30 

老人保健施設 23 22 27 56 56 51 

 

要介護 1  3 3 6 6 6 7 

要介護 2 8 9 7 7 7 7 

要介護 3 6 7 10 11 11 7 

要介護 4 4 1 3 16 16 13 

要介護 5 2 2 1 16 16 17 

介護療養型医療施設 26 24 32 5 5 5 

 

要介護 1 0 0 0 0 0 0 

要介護 2 0 0 0 0 0 0 

要介護 3 2 0 3 1 1 1 

要介護 4 9 5 9 6 6 6 

要介護 5 15 19 20 20 20 20 

施設サービス利用者合計 134 133 147 149 144 131 

 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

要支援 1 102 108 112 

要支援 2 47 50 52 

要介護 1 98 104 108 

要介護 2 74 77 80 

要介護 3 60 61 64 

要介護 4 68 69 69 

要介護 5 68 71 73 

合  計 517 540 558 

1 号被保険者数に 

おける認定者の割合 
19.26% 20.00% 20.56% 
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④居宅サービス対象者数の推計 

居宅サービス対象者は、平成 2４年度から平成 2６年度までの要介護認定者数の推

計値から、施設サービス利用者数の推計値を控除したものです。 

表２０ 居宅サービス対象者数の推計 （単位：人） 

 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

要支援 1 103 108 110 

要支援 2 49 51 51 

要介護 1 82 88 90 

要介護 2 57 61 63 

要介護 3 25 28 37 

要介護 4 18 21 28 

要介護 5 21 24 25 

合  計 355 381 404 

 

⑤居宅サービス利用者数の推計 

居宅サービス利用者数は、居宅サービス対象者のうち実際に居宅サービスを利用す

る方の人数であり、これまでの実績を基本に推計しました。なお、認知症対応型共同

生活介護は、平成２５年度に定員９名の施設整備を計画していることから、平成２６

年度の人数が大きく増加しています。 

表２１ 居宅サービス利用者数の推計  （単位：人） 

 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

標準的居宅サービス利用者 207 223 237 

 

要支援 1 50 53 54 

要支援 2 29 31 31 

要介護 1 55 59 60 

要介護 2 41 44 45 

要介護 3 18 19 26 

要介護 4 9 11 15 

要介護 5 5 6 6 

認知症対応型共同生活介護 11 11 20 

 

要支援 1 0 0 0 

要支援 2 0 0 0 

要介護 1 2 2 6 

要介護 2 1 1 5 

要介護 3 3 3 4 

要介護 4 4 4 3 

要介護 5  1 1 2 
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④居宅サービス対象者数の推計 

居宅サービス対象者は、平成 2４年度から平成 2６年度までの要介護認定者数の推計

値から、施設サービス利用者数の推計値を控除したものです。 

表２０ 居宅サービス対象者数の推計 （単位：人） 

 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

要支援 1 103 108 110 

要支援 2 49 51 51 

要介護 1 82 88 90 

要介護 2 57 61 63 

要介護 3 25 28 37 

要介護 4 18 21 28 

要介護 5 21 24 25 

合  計 355 381 404 

 

⑤居宅サービス利用者数の推計 

居宅サービス利用者数は、居宅サービス対象者のうち実際に居宅サービスを利用する

方の人数であり、これまでの実績を基本に推計しました。なお、認知症対応型共同生活

介護は、平成２５年度に定員９名の施設整備を計画していることから、平成２６年度の

人数が大きく増加しています。 

表２１ 居宅サービス利用者数の推計  （単位：人） 

 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

標準的居宅サービス利用者 207 223 237 

 

要支援 1 50 53 54 

要支援 2 29 31 31 

要介護 1 55 59 60 

要介護 2 41 44 45 

要介護 3 18 19 26 

要介護 4 9 11 15 

要介護 5 5 6 6 

認知症対応型共同生活介護 11 11 20 

 

要支援 1 0 0 0 

要支援 2 0 0 0 

要介護 1 2 2 6 

要介護 2 1 1 5 

要介護 3 3 3 4 

要介護 4 4 4 3 

要介護 5  1 1 2 

 



- 50 - 

（2）介護保険サービスの充実 

①施設サービス 

ア）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

【現状・評価】 

常時介護が必要で、在宅での適切な介護が困難な方に、日常生活上のお世話

や機能訓練、健康管理、療養上のお世話を行う施設です。 

現在、本町の特別養護老人ホーム（あゆみの園・定員 56 名）に 56 名、近

隣町の特別養護老人ホームに３3 名入所しています。 

本町の特別養護老人ホームの入所申込者数は、約１００名程度おります。ほ

とんどの申込者は早期の入所を希望していますが、その約７割は陸別町の特別

養護老人ホーム等他の施設に入所していたり入院しています。平成２2～２３

年度も他町の施設入所者が増えた結果、計画以上の入所者数となりました。 

【計画】 

町内での特別養護老人ホームの増設は困難な状況であり、また、他町での入

所についても要介護者の重度化が進行していることから、これ以上の入所は見

込めないと思われます。今後、町内での小規模多機能型居宅介護施設やグルー

プホームの整備により他町の入所者が足寄町に戻ってくるものと想定し、利用

者数減で推計しました。 

【サービス利用量の実績及び見込み】 （単位：人） 

 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

利用者数 81 87 89 88 83 75 

前回計画値 83 83 83 

達成率(%) 97.6 104.8 107.2 
注） 利用者数は、平成２１～2３年は各年 9 月の利用実績、平成 2４年以降は計画値です。(以下の施設サ

ービスの表について同様) 

イ）介護老人保健施設（老人保健施設） 

【現状・評価】 

病状の安定期にある方に対し、看護・医学的管理下における介護、機能訓練

その他必要な医療、日常生活上のお世話を行う施設です。 

現在は、近隣町（本別町）に約 1７人、帯広市等に数人入所されています。 

特養入所待機者が当面の措置として老人保健施設に入所するケースが多く、

計画値を大幅に上回る実績となりました。 

【計画】 

町内医療機関が運営している介護療養型医療施設（３０床）及び一般病床（２

０床）が平成２４年度介護療養型老人保健施設（５０床）に転換を図ることか

ら、その利用者増を見込み推計しています。 

【サービス利用量の実績及び見込み】 （単位：人） 

 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

利用者数 21 22 27 56 56 51 

前回計画値 16 16 16 

達成率(%) 131.3 137.5 168.8 
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ウ）介護療養型医療施設 

【現状・評価】 

療養上の管理、看護、医学的管理下における介護等のお世話、機能訓練その

他の必要な医療を行う施設です。 

本町では、平成 14 年に町内医療機関で介護療養型医療施設（30 床）の整

備がされましたが、平成２２年度から進めている「医療と介護・保健・福祉の

連携システム」構築の中で、長期療養患者の受け入れ先として平成２３年度に

介護療養型老人保健施設（５０床）に転換を図ることとなりました。 

【計画】 

町内に介護療養型医療施設はありませんが、他市町村施設での利用者を見込

みました。 

【サービス利用量の実績及び見込み】 （単位：人） 

 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

利用者数 19 24 32 5 5 5 

前回計画値 22 22 22 

達成率(%) 86.4 109.1 145.5 

 

②居宅介護（介護予防）サービス （以下、各サービスに「介護予防」分を含みます。） 

ア）訪問介護（ホームヘルプサービス） 

【現状・評価】 

ホームヘルパーが家庩を訪問し、入浴、排泄、食事などのお世話や、調理、

洗濯、掃除などの日常生活上のお世話を行うサービスです。 

現在は、本町唯一の訪問介護事業者である足寄町社会福祉協議会により、

365 日午前 7 時から午後 9 時までサービスを提供しています。 

通所系サービスの伸びと併せて、要支援 1～2 の方の利用が月単位での枠組

みとなり（1 回当たり単価ではなくなりました。）、利用の減尐が見られました。 

【計画】 

訪問介護は介護サービスの基本でもあることから、ほぼ現状維持と見込み推

計をしました。 

【サービス利用量の実績及び見込み】 （単位：人） 

 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

利用者数 676 798 820 814 816 822 

前回計画値 696 720 732 

達成率(%) 97.1 110.8 112.0 

注） 利用者数は、平成２１～2３年は各年度の利用実績（見込）、平成 2４年以降は計画値

です。(以下の各サービスの表について同様) 
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イ）訪問入浴 

【現状・評価】 

入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで、家庩を訪問し、入浴の介助

を行うサービスです。これまで訪問介護と同様、本町唯一の訪問介護事業者で

ある足寄町社会福祉協議会により、看護師 1 名と介護職員 2 名によりサービス

を提供していましたが、サービスを利用していた方の施設入所等による町内利

用者数の激減により、平成２１年度以降サービスは実施されていません。 

【計画】 

他市町村での利用を見込みました。 

【サービス利用量の実績及び見込み】 （単位：人） 

 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

利用者数 16 12 12 18 24 30 

前回計画値 12 12 12 

達成率(%) 133.3 100.0 100.0 

ウ）訪問看護 

【現状・評価】 

医師の指示により、看護師等が家庩を訪問し、療養上のお世話や診療の補助

を行うサービスです。 

北海道在宅ケア事業団の訪問看護ステーション及び町内医療機関等によりサ

ービスが提供されています。 

利用者数は低調であり、第４期では全て計画値には達しませんでした。 

【計画】 

訪問看護は、在宅生活を支える有効な支援サービスであることから、独自の

訪問看護ステーション新設も含め、よりサービスの充実化を図るべく利用者数

増で推計しました。 

【サービス利用量の実績及び見込み】 （単位：人） 

 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

利用者数 76 72 78 126 155 185 

前回計画値 110 115 120 

達成率(%) 70.9 62.6 65.0 

 

エ）訪問リハビリテーション 

【現状・評価】 

理学療法士や作業療法士等が家庩を訪問し、心身機能の維持回復のためのリ

ハビリテーションを行うサービスです。 

訪問看護と同様、利用者数は低調です。 

【計画】 

平成２４年度以降、町内医療機関で訪問リハビリに積極的に取り組む動きが

あることから、その伸びを見込んだ推計としました。 
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【サービス利用量の実績及び見込み】 （単位：人） 

 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

利用者数 16 23 20 58 79 104 

前回計画値 12 12 12 

達成率(%) 133.3 191.7 166.7 

 

オ）居宅療養管理指導 

【現状・評価】 

医師、歯科医師、薬剤師などが家庩を訪問して、療養上の管理や指導を行う

サービスです。 

町内の医療機関により、医師の判断により実施されています。 

平成２２年に本来介護サービスによる実施を医療サービスにより実施してい

たことが判明したためその指導を事業者に行った所、利用者数が急激に伸びま

した。 

【計画】 

今後も利用増が見込まれるものとして推計しました。 

【サービス利用量の実績及び見込み】 （単位：人） 

 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

利用者数 157 299 234 288 325 361 

前回計画値 150 155 160 

達成率(%) 104.7 192.9 146.3 

 

カ）通所介護（デイサービス） 

【現状・評価】 

入浴、食事提供等の日常生活上のお世話や機能訓練を行う施設に、日帰りで

通うサービスです。 

平成２１年度から足寄町社会福祉協議会が、本町の特別養護老人ホーム併設

で、定員 20 人により、月曜から金曜まで実施しています。 

要支援者の利用は増加していますが、要介護者の利用が伸び悩んでおり、第

４期計画値には達しませんでした。 

 

【計画】 

サービス提供日の拡大や利用定員増等の改善方策を図りながら、サービス利

用者数が増となるよう推計しました。 

【サービス利用量の実績及び見込み】 （単位：人） 

 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

利用者数 624 634 630 675 696 724 

前回計画値 678 702 718 

達成率(%) 92.0 90.3 87.7 
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キ）通所リハビリテーション 

【現状・評価】 

心身機能の維持回復を図るために、医療機関や老人保健施設などで、機能訓

練等のリハビリテーションを受けるサービスです。 

町内の民間病院併設で平成 14 年度に開設されたことにより介護保険の医療

系サービスの充実が図られることとなりました。前回計画値とほぼ同じ実績と

なっています。 

【計画】 

利用率の現状に鑑み、利用率をほぼ横ばいとして推計しました。 

【サービス利用量の実績及び見込み】 （単位：人） 

 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

利用者数 467 488 480 467 469 489 

前回計画値 498 498 498 

達成率(%) 93.8 98.0 96.4 

 

ク）短期入所生活（療養）介護（ショートステイ） 

【現状・評価】 

日常生活上の介護や機能訓練を受けながら、短期間施設に宿泊するサービス

で、本町の特別養護老人ホームほかで実施しています。介護保険制度施行当初

は、利用者数は尐なかったのですが、利用日数の制限緩和や介護保険制度及び

短期入所に関しての理解が進み利用量が増加、直近では他町施設での利用も増

加しています。 

前回計画においても利用量の増加を見込み推計しましたが、計画値を超える

利用実績となりました。 

【計画】 

要介護認定者数及び最近の利用量の増加を見込み推計しました。 

【サービス利用量の実績及び見込み】 （単位：人） 

 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

利用者数 370 390 340 355 362 395 

前回計画値 300 310 315 

達成率(%) 123.3 125.8 107.9 

 

ケ）特定施設入所者生活介護 

【現状・評価】 

ケアハウス、有料老人ホームなどに入所している方々が、日常生活上のお世

話や療養上のお世話を、施設から受けるサービスです。 

本町では、ケアハウス（定員 70 人）が整備されておりますが、現在のとこ

ろ、特定施設入所者生活介護の指定は受けておりません。 
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【計画】 

本町のケアハウスについては、今後 3 年間での特定施設化は無いものと確認

しております。 

現在、本別町、新得町の養護老人ホーム、都市部の介護付高齢者専用賃貸住

宅に本町の被保険者が複数名入所（入居）しており、施設の増加とともに利用

の伸びが見込まれることを考慮して推計しました。 

【サービス利用量の実績及び見込み】 （単位：人） 

 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

利用者数 156 171 150 183 190 208 

前回計画値 156 162 168 

達成率(%) 100.0 105.6 89.3 

 

コ）福祉用具貸不 

【現状・評価】 

車椅子、特殊寝台等を借りるサービスです。 

ケアマネージャーを通して、帯広市等の事業者から利用者の希望に合った福

祉用具が借りられています。介護保険制度の浸透により着実に利用量が増加し

ています。前回計画値以上の実績となっています。 

【計画】 

今後も認定者の増加により利用者も増加するものとして推計しました。 

【サービス利用量の実績及び見込み】 （単位：人） 

 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

利用者数 762 791 800 780 801 843 

前回計画値 624 642 660 

達成率(%) 122.1 123.2 121.2 

 

サ）福祉用具購入費支給 

【現状・評価】 

腰掛け便座や入浴用補助用具などの購入費の支給を行うものです。 

希望の福祉用具を、福祉用具貸不の指定を受けた事業所から購入しています。 

【計画】 

利用件数は年により変動がありますが、今後も一定の利用量が見込まれるも

のとし、推計しました。 

【サービス利用量の実績及び見込み】 （単位：件） 

 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

利用件数 38 25 45 36 36 36 

給付費(円) 1,457,531 803,700 1,500,000 900,000 900,000 900,000 

 

シ）住宅改修費支給 

【現状・評価】 



- 56 - 

手すり取り付けや段差解消等の改修工事費の支給を行うものです。 

利用者が、改修工事をケアマネージャーの助言のもと、主に町内の業者に依

頼し、実施しています。 

【計画】 

利用件数は年により変動がありますが、今後も一定の利用量が見込まれるも

のとし、推計しました。 

【サービス利用量の実績及び見込み】 （単位：件） 

 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

利用件数 34 34 30 24 24 24 

給付費(円) 2,905,569 3,049,720 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 

 

ス）居宅介護支援 

【現状・評価】 

家庩で介護を受ける方の心身の状況、希望などを踏まえ、介護サービス等の

利用等に関し、介護（予防）サービス計画（ケアプラン）を作成し、サービス

事業者等との連絡調整や相談・援助を行うサービスです。 

今までは、町及び民間医療機関の居宅介護支援専門員（ケアマネージャー）

により、介護（予防）サービス計画（ケアプラン）の作成や介護者への支援が

行われていましたが、平成２３年１０月より新たにケアハウスで居宅介護支援

事業所が開設されサービスを提供しています。 

【計画】 

今後の要介護認定者数の増加を見込み推計をしました。 

【サービス利用量の実績及び見込み】 （単位：人） 

 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

利用者数 2,126 2,288 2,282 2,332 2,360 2,400 

前回計画値 1,958 2,029 2,074 

達成率(%) 108.6 112.8 110.0 

 

地域密着型サービス 

要介護者の身近な地域で、地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供が可能

となるよう、「地域密着型サービス」が平成 18 年度から新たなメニューとして追

加されました。 

本町で現在実施されている、あるいはこれから実施されるサービスは以下のとお

りです。 

 

セ）認知症対応型通所介護（デイサービス） 

【現状・評価】 

入浴、食事提供等の日常生活上のお世話や機能訓練を行う施設に、日帰りで

通うサービスです。 

本町ではNPO法人により、認知症専用のデイサービス事業として運営され、

平成 20 年度には地域介護・福祉空間整備事業を活用して施設を新築し、平成 
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21 年 1 月から定員を 12 名に増員しました。第４期計画ではそれを踏まえ利

用者増と見込みましたが、計画値には達しませんでした。 

【計画】 

前回実績値と同様の利用者数を見込み推計しました。 

【サービス利用量の実績及び見込み】 （単位：人） 

 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

利用者数 247 295 266 276 285 290 

前回計画値 360 360 360 

達成率(%) 68.6 81.9 73.9 

 

ソ）認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

【現状・評価】 

認知症状のある方が、日常生活上のお世話などを受けて共同で生活する施設

です。町内ＮＰＯ法人が、平成 17 年 4 月より定員９名で運営しています。 

また、平成２２年度には地域介護・福祉空間整備交付金等によりスプリンク

ラーを設置しました。 

【計画】 

平成２５年度に更に定員９名の施設整備を計画していることから、平成２６

年度の利用量を増やして見込みました。 

【サービス利用量の実績及び見込み】 （単位：人） 

 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

利用者数 116 132 132 140 142 240 

前回計画値 144 168 168 

達成率(%) 80.6 78.6 78.6 

 

タ）小規模多機能型居宅介護 

【現状・評価】 

従来の通所介護施設のサービスに訪問や泊まりを加えた、平成 18 年度新設

のサービスです。 

本町では現在実施していませんが、「医療と介護・保健・福祉の連携システム」

を支える在宅基盤の１つとして、平成２４年度中の整備を予定しています。 

【計画】 

平成２５年度からのサービス提供を見込み、利用量を推計しました。 

【サービス利用量の実績及び見込み】 （単位：人） 

 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

利用者数 0 0 0 0 300 300 

前回計画値 0 0 0 

達成率(%) 0 0 0 
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チ）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

【現状・評価】 

介護保険法の改正により平成２４年度から新たに創設された地域密着型サー

ビスです。サービス内容は、単身・重度の要介護高齢者を在宅で支えるため、

日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期

巡回型訪問と随時の対応を行うものです。 

町内で唯一訪問介護を提供している足寄町社会福祉協議会と協議を図りなが

ら、平成２６年度からのサービス開始に向け、準備を進めていきます。 

【計画】 

平成２６年度からのサービス提供を見込み、利用量を推計しました。 

【サービス利用量の実績及び見込み】 （単位：人） 

 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

利用者数 0 0 0 0 0 120 

前回計画値 0 0 0 

 

ツ）高額介護サービス費支給 （高額医療合算介護サービス費を含みます。） 

【現状・評価】 

1 か月の介護保険サービスの自己負担額が、一定額を超えた場合に支給され

るものです。ほとんどが施設サービスを利用している方が対象となっています

が、平成 17 年 10 月の法改正により、所得段階並びに上限額が変更されたた

め、対象者の範囲が拡大しました。 

また、平成 20 年度利用実績分から、介護保険、医療保険両方に自己負担額

がある世帯を対象に、高額医療・高額介護合算制度が新設され更なる負担の軽

減が図られることとなりました。 

【計画】 

「医療と介護・保健・福祉の連携システム」の構築により在宅サービスの充

実が図られ、結果として施設サービス利用者の減尐が見込まれることから、高

額介護サービス費もそれに比例して減尐するものと見込みました。 

【サービス利用量の実績及び見込み】 （単位：件） 

 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

利用件数 1,603 1,743 1,700 1,959 1,908 1,730 

給付費(円) 17,387,753 18,813,862 18,214,086 20,994,047 20,439,765 18,539,276 

 

テ）特定入所者介護サービス費支給 

【現状・評価】 

平成 17 年 10 月より新設されたものです。従来の施設偏重を脱し、在宅者

との「負担の公平性」を図るため、介護保険施設等における食費・居住費が在

宅者と同様、保険給付の対象外となりました。 

しかし、この見直しのため居住費・食費の負担が低所得者の方にとって過重

な負担とならないよう、所得に応じた低額の負担限度額を設けることにより、

低所得者の負担軽減を図るものです。 
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対象者は利用者負担第 1 段階から第 3 段階までの方となっており、対象とな

るサービスは、特定入所者介護サービス費として、特別養護老人ホーム、老人

保健施設、介護療養型医療施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護の 5 つ

となっています。 

【計画】 

「医療と介護・保健・福祉の連携システム」の構築により在宅サービスの充

実が図られ、結果として施設サービス利用者の減尐が見込まれることから、特

定入所者介護サービス費もそれに比例して減尐するものと見込みました。 

【サービス利用量の実績及び見込み】 （単位：件） 

 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

利用件数 1,879 2,012 2,100 2,388 2,316 2,071 

給付費(円) 45,147,970 47,011,460 48,136,160 54,730,872 53,092,693 47,475,805 

 

③市町村特別給付 

市町村特別給付は、本町 65 歳以上の第 1 号被保険者からいただく保険料のみ

を財源として、要支援・要介護者に特定のサービスを提供するものです。 

平成２３年度までは、介護用品（紙おむつ）支給を市町村特別給付により行っ

ていましたが、介護給付費の自然増等による介護保険料の増額を抑制するため、

一般財源による実施に移行しました。 

 

④保健福祉事業（対象者：被保険者、家族等） 

介護保険における保健福祉事業の財源は、第 1 号被保険者の保険料で賄うこと

から、本町では当面町の施策として保健福祉事業を実施するため、介護保険での

本事業は行わないものとし、地域包拢支援事業の一環として実施するものとしま

す。 

 

（3）介護保険の事業費・第 1 号被保険者の保険料の設定 

①介護保険費用の推計 

費用の推計は、サービス種別・要介護度別毎の 1 回（日）あたりの平均給付費

の実績値又は単位費用に各年度のサービス種別毎・要介護度別見込み量を乗じ、

さらに、平成 2４年度の介護報酬の改定率を考慮して積算しています。 

3 年間の総給付費は、2,254,655 千円となり、居宅系・地域密着型サービス費

等が 820,315 千円、施設サービス費が 1,219,067 千円、特定入所者介護サー

ビス費が 155,300 千円、高額介護サービス費（高額医療合算介護サービス費を

含む）が 59,973 千円となっており、総費用の約 54％を施設サービス費用が占

めています。 
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表 2２ 各サービスの給付費・利用量等の集計 
（単位　給付費：円）

平成24年度 平成25年度 平成26年度

（１）居宅サービス

①訪問介護

給付費 25,472,000 25,297,000 24,518,000

人数 814 816 822

②訪問入浴介護

給付費 409,418 411,041 413,062

人数 18 24 30

③訪問看護

給付費 2,631,000 2,739,000 2,847,000

人数 126 155 185

④訪問リハビリテーション

給付費 600,000 772,000 981,000

人数 58 79 104

⑤居宅療養管理指導

給付費 2,595,000 2,921,000 3,248,000

人数 288 325 361

⑥通所介護

給付費 25,150,000 25,987,000 27,144,000

人数 675 696 724

⑦通所リハビリテーション

給付費 25,271,000 25,273,000 25,893,000

人数 503 517 537

⑧短期入所生活介護

給付費 20,853,000 21,712,000 23,167,000

人数 253 262 277

⑨短期入所療養介護

給付費 8,509,000 9,129,000 9,698,000

人数 102 110 118

⑩特定施設入居者生活介護

給付費 19,037,000 19,748,000 21,262,000

人数 183 190 208

⑪福祉用具貸与

給付費 8,250,000 8,603,000 9,164,000

人数 780 801 843

⑫特定福祉用具販売

給付費 900,000 900,000 900,000

人数 36 36 36  
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平成24年度 平成25年度 平成26年度

（２）地域密着型サービス

①認知症対応型通所介護

給付費 22,953,000 23,890,000 24,396,000

人数 276 285 290

②認知症対応型共同生活介護

給付費 35,495,000 36,128,000 60,429,000

人数 140 142 240

③小規模多機能型居宅介護

給付費 0 45,104,000 45,155,000

人数 0 300 300

④定期巡回・随時対応型訪問介護看護

給付費 0 0 17,204,000

人数 0 0 120

（３）住宅改修

給付費 2,700,000 2,700,000 2,700,000

人数 24 24 24

（４）居宅介護支援

給付費 22,718,000 23,001,000 23,338,000

人数 2,332 2,360 2,400

（５）介護保険施設サービス

①介護老人福祉施設

給付費 241,518,000 228,458,000 207,634,000

人数 1,056 996 900

②介護老人保健施設

給付費 165,430,000 165,430,000 150,942,000

人数 672 672 612

③介護療養型医療施設

給付費 19,885,000 19,885,000 19,885,000

人数 60 60 60

（1）～（4）居宅系・地域密着型サービス給付費合計 223,543,418 274,315,041 322,457,062

（5）施設系サービス給付費合計 426,833,000 413,773,000 378,461,000

居宅系・地域密着型・施設系サービス給付費合計 650,376,418 688,088,041 700,918,062

特定入所者介護サービス費 54,730,872 53,092,693 47,475,805

高額介護サービス費（高額医療合算介護サービス費） 20,994,047 20,439,765 18,539,276

総給付費 726,101,337 761,620,499 766,933,143

（各サービスは介護サービスと介護予防サービスの合算） 3年間の合計 2,254,654,979
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②第 1 号被保険者の所得段階別人数の推計 

介護保険の被保険者は、65 歳以上の第 1 号被保険者と 40～64 歳の第 2 号被

保険者からなります。第 2 号被保険者の保険料は、全国共通の方法で、医療保険

（国民健康保険等）の保険料と合わせて納入していただくこととなります。 

第 1 号被保険者の介護保険料は従来と負担割合が改正され、平成 24 年度から

平成 26 年度までの本町の介護保険事業の給付費等の 21％を所得等に応じ、ご負

担いただくこととなります。（平成 21～23 年度は 20％でした。） 

平成２３年６月３０日に政府・不党社会保障改革検討本部において決定された

「社会保障・税一体改革成案」において「介護保険の費用負担の能力に応じた負

担の要素強化」の方向性が示されました。 

それを踏まえ、足寄町の第５期介護保険料の算定にあたっては、第４期介護保

険料から導入している「住民税課税世帯で本人が住民税非課税の方」の世帯で「〔合

計所得金額＋課税年金収入額〕が 80 万円以下」の基準額を８３％負担とする「介

護保険料第４段階の弾力化」を引き続き実施するとともに、「住民税非課税世帯」

で「〔合計所得金額＋課税年金収入額〕が 80 万円を超える」第３段階についても

「８０万円を超え１２０万円以下」と「１２０万円を超える」場合の２つに細分

化し、それぞれ基準額の６３％、７５％とすることとしました、 

これらをふまえ、第 1 号被保険者の平成 2３年 6 月当初賦課時点の所得段階別

被保険者数をもとに、中間年である平成 2５年度の被保険者数の推計を行うと次

の表のとおりとなります。 
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表 2３ 所得段階別被保険者推計 

第1段階 老齢福祉年金、生活保護の受給者 56人 2.1% 58人 2.1%

第2段階
住民税世帯非課税であって、
〔合計所得金額＋課税年金収入額〕が80万円以下の方

615人 23.5% 634人 23.5%

住民税世帯非課税であって、上記第2段階
以外の方

589人 22.5% 608人 22.5%

　　弾力化に該当する方
〔合計所得金額＋課税年金収入額〕が80万円を超え１２０
万円以下の方

(355人) (13.2%)

　　上記弾力化に該当しない方
〔合計所得金額＋課税年金収入額〕が１２０万円を超える
方

(253人) (9.4%)

住民税非課税（世帯課税・本人は非課税） 641人 24.5% 661人 24.5%

　　弾力化に該当する方
〔合計所得金額＋課税年金収入額〕が80万円以下の方

(307人) (11.4%) (317人) (11.7%)

　　上記弾力化に該当しない方（基準額） (334人) (12.4%) (344人) (12.7%)

第5段階
住民税課税（本人に住民税が課税されて
いて、合計所得金額が190万円未満の方）

533人 20.4% 550人 20.4%

第6段階
住民税課税（本人に住民税が課税されて
いて、合計所得金額が190万円以上の方）

182人 7.0% 188人 7.0%

計 2,616人 100.0% 2,699人 100.0%

平成23年度 平成25年度

第
1
号
被
保
険
者

第4段階

第3段階

 
※ 第 1 号被保険者とは、本町に住所を有する 65 歳以上の方をいいます。 

※ 第 2 号被保険者とは、本町に住所を有する 40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者をいいます。 

 

③第 1 号保険料率の推計 

平成 2４年度から平成 2６年度の標準給付分の給付費見込額は、2,256,737 千

円となりました。3年間の標準給付費分の保険料は、3年間の給付費見込額の21％

を後期高齢者の割合及び所得段階別加入割合等を加味したうえで、本町の 65 歳

以上の方々（第 1 号被保険者）の人数で割ることにより算出しました。また、地

域支援事業に要する費用として、標準給付費総額の約 1.6％を各年に計上してあり

ます。なお、市町村特別給付については、平成２４年度より一般会計に移行した

ことにより、保険料見込みから除外されました。 

平成 2４年度の介護報酬改定による本町での影響額は、給付費ベースで    

○○○千円と見込まれ、その 21％が介護保険料での負担となります。なお、介護

職員１人当たり月額 15,000 円の給不改善を図るため平成 21 年度より導入され

た介護職員処遇改善交付金は平成 23 年度末で廃止となり、平成 24 年度介護報酬

に包含されました。 

過去に 65 歳以上の皆様からいただいた保険料を積み立てた介護給付費準備基

金は、平成 23 年度末で残額が０円となり、更に平成 21～23 年度介護保険料負

担丌足分が生じることから、丌足分を北海道財政安定化基金から借入しました。 

これにより、平成 24 年度から 26 年度の介護保険料は、標準給付費分が年額

58,900 円（月額約 4,908 円）となりました。 

これまでの第 4 段階の基準額は年額 44,400 円（月額 3,700 円）であり、年

額 14,500 円（月額 1,208 円）の大幅な上昇となりますが、この 3 年間のサー

ビス利用の増、今後の高齢者・要介護認定者の増、今般の介護報酬の改定、更に

は北海道財政安定化基金への償還など、度重なる上昇要因から保険料の更なる値

上げは丌可避と判断せざるを得ません。 
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表 2４ 介護保険サービスの総給付費の推計 

1.標準給付費
平成24年度 平成25年度 平成26年度 合計

総給付費 650,376,418円 688,088,041円 700,918,062円 2,039,382,521円

特定入所者介護サービス費等給付額 54,730,872円 53,092,693円 47,475,805円 155,299,370円

高額介護サービス費等給付額 20,994,047円 20,439,765円 18,539,276円 59,973,088円

算定対象審査支払手数料 647,850円 693,980円 740,110円 2,081,940円

審査支払手数料支払件数 9,255件 9,914件 10,573件 29,742件

標準給付費見込額（A） 726,749,187円 762,314,479円 767,673,253円 2,256,736,919円

２．地域支援事業費
地域支援事業費（B） 10,927,107円 12,604,051円 13,667,533円 37,198,691円

（参考）保険給付費見込額に対する割合 1.5% 1.7% 1.8% 1.6%

３．第１号被保険者の保険料
平成24年度 平成25年度 平成26年度 合計

第1号被保険者数 2,684人 2,699人 2,714人 8,097人

前期(65～74歳) 1,212人 1,211人 1,210人 3,633人

後期(75歳～) 1,472人 1,488人 1,504人 4,464人

所得段階別加入割合

第1段階 2.1% 2.1% 2.1% 2.1%

第2段階 23.5% 23.5% 23.5% 23.5%

第3段階 22.5% 22.5% 22.5% 22.5%

第4段階 24.5% 24.5% 24.5% 24.5%

第5段階 20.4% 20.4% 20.4% 20.4%

第6段階 7.0% 7.0% 7.0% 7.0%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

所得段階別被保険者数

第1段階 57人 58人 58人 173人

第2段階 631人 634人 638人 1,903人

第3段階 604人 608人 611人 1,823人

第4段階 658人 661人 665人 1,984人

第5段階 547人 550人 553人 1,650人

第6段階 187人 188人 189人 564人

合計 2,684人 2,699人 2,714人 8,097人

所得段階別加入割合補正後被保険者数（C） 2,419人 2,433人 2,446人 7,298人

標準給付費見込額（A） 726,749,187円 762,314,479円 767,673,253円 2,256,736,919円

第1号被保険者負担分相当額（D） 154,912,022円 162,732,891円 164,081,565円 481,726,478円

調整交付金相当額（E） 36,337,459円 38,115,724円 38,383,663円 112,836,846円

調整交付金見込交付割合（H） 8.84% 8.84% 8.84%

後期高齢者加入割合補正係数（F） 0.9062 0.9062 0.9062

所得段階別加入割合補正係数（G） 0.9015 0.9015 0.9015

調整交付金見込額（I） 64,245,000円 67,389,000円 67,862,000円 199,496,000円

財政安定化基金拠出金見込額（J） 円

財政安定化基金拠出率

財政安定化基金償還金 6,740,858円 6,740,858円 6,740,858円 20,222,573円

準備基金・臨時特例基金の残高（H23年度末見込額） 円

準備基金・臨時特例基金取崩額 円

財政安定化基金取崩による交付額 6,884,138円

審査支払手数料1件あたり単価 70.00円 70.00円 70.00円

審査支払手数料支払件数 9,255件 9,914件 10,573件

審査支払手数料差引額（K） 円 円 円 円

0.00%

 
 

※ 平成２３年に介護保険法の一部が改正され、北海道に設置されている財政安定化基金の取り崩しが

可能となり、介護保険料の増加の抑制を図るため、その一部が市町村に交付されることとなりまし

た。    

足寄町の場合交付額は、約６，８８４千円となっています。  
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３．第１号被保険者の保険料（つづき）
平成24年度 平成25年度 平成26年度 合計

市町村特別給付費等 円 円 円 円

市町村相互財政安定化事業負担額 円

市町村相互財政安定化事業交付額 円

保険料収納必要額（L） 408,405,759円

予定保険料収納率

保険料の基準額

保険料Ⅰ(年額) 54,682円

保険料Ⅰ(月額) 4,557円

保険料Ⅱ(年額) 54,682円

保険料Ⅱ(月額) 4,557円

保険料Ⅲ(年額) 56,529円

保険料Ⅲ(月額) 4,711円

保険料基準額に対する弾力化をした場合の保険料額

所得段階別加入割合補正後被保険者数（C） 2,323人 2,336人 2,439人 7,008人

保険料Ⅳ(年額) 56,940円

保険料Ⅳ(月額) 4,745円

保険料Ⅴ(年額) 56,940円

保険料Ⅴ(月額) 4,745円

保険料Ⅵ(年額) 58,862円

保険料Ⅵ(月額) 4,905円

99.00%

 
 

※ 保険料Ⅰ、Ⅳは、保険料収納必要額を「第 1 号被保険者負担分及び調整交付金相当額-調整交付

金見込額+財政安定化基金拠出金見込額」で算出される額とした場合の保険料です。 

※ 保険料Ⅱ、Ⅴは、保険料収納必要額を「保険料Ⅰの保険料収納必要額+国庨負担等の算定の対象と

ならない審査支払手数料額+市町村特別給付費等+市町村相互安定化事業負担額-市町村相互安定

化事業交付額」で算出される額とした場合の保険料です。 

※ 保険料Ⅲ、Ⅵは、保険料収納必要額を「保険料Ⅱの保険料収納必要額+財政安定化基金償還金-準

備基金取崩額」で算出される額とした場合の保険料であり、当該保険者の第 1 号被保険者の保険

料の基準額です。 

 

④所得段階別の保険料 

保険料は、所得に応じたご負担をいただくこととなり、所得段階別の月額保険

料は次のとおりです。前述したとおり、第３・4 段階には弾力化が講じられてい

ます。 
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表 2５ 所得段階別の介護保険料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤保険料の軽減 

災害等により家財等に著しい損害を受けた場合や、事業の休廃止・失業・長期

入院等により、本人や世帯の生計を主として維持している方の収入が大きく減尐

した場合には、申請により保険料が軽減されます。 

また、本町独自の制度として、収入・賅産が一定の額以下の方を対象に、介護

保険料の独自軽減を引き続き行います。 

軽減の対象者は次の(1)から(5)すべてに該当する方です。 

（1）介護保険料の所得段階区分が第 2 段階もしくは第 3 段階の方 

（2）世帯全員の年収が次の額以下の方 

1 人世帯＝60 万円以下、2 人世帯＝90 万円以下、1 人増えるごとに 30

万円を加算した額以下 

（3）住民税が課税されている方の扶養認定を受けていない方 

（4）本人が住んでいる住宅・土地以外の活用できる賅産や一定額以上の預貯

金を保有していない方 

（5）養護老人ホームに入所していない方 

⑥介護給付に係る収入・費用の見込み 

標準給付費が 3 年間で 2,256,737 千円、財政安定化基金拠出金はこの第 5 期

はゼロ、特別給付費はゼロ、地域支援事業費が 37,199 千円と推計、費用総額を

2,307,275 千円と見込みました。 

一方収入のうち、国庨補助金の調整交付金は第 4 段階の弾力化実施のため、標

準給付費の約 8.84％を、社会保険診療報酬支払基金交付金標準給付費分を 29％

（改定により変更、第 4 期は 30％。）と見込んでいます。収入の各負担金の率は

次ページ表の備考欄をご覧ください。なお、社会保険診療報酬支払基金交付金の

負担率改定により、地域支援事業費の介護予防事業分の負担割合も、介護給付費

と同じく 20％から 21％に変更されております。 

平成24～26
年度年額

平成24～26
年度月額

第1段階 老齢福祉年金、生活保護の受給者 29,500円 2,458円

第2段階
住民税世帯非課税であって、
〔合計所得金額＋課税年金収入額〕が80万円以下の方

29,500円 2,458円

住民税世帯非課税であって、上記第2段階以外の方

　　弾力化に該当する方
〔合計所得金額＋課税年金収入額〕が80万円を超え１２０万円以
下の方

37,100円 3,091円

　　上記弾力化に該当しない方
〔合計所得金額＋課税年金収入額〕が１２０万円を超える方

44,200円 3,683円

住民税非課税（世帯課税・本人は非課税）

弾力化に該当する方
〔合計所得金額＋課税年金収入額〕が80万円以下の方

48,900円 4,075円

上記弾力化に該当しない第4段階の方（基準額） 58,900円 4,908円

第5段階
住民税課税（本人に住民税が課税されていて、
合計所得金額が190万円未満の方）

73,600円 6,133円

第6段階
住民税課税（本人に住民税が課税されていて、
合計所得金額が190万円以上の方）

88,400円 7,366円

第4段階

第3段階
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表 2６ 介護給付に係る収入・費用の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（収入総括） （単位：円)

区　　分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 合計 備　　考

国庫負担金標準給付費分 121,271,644 129,119,611 132,237,811 382,629,066
標準給付費見込額の
20.0％

国庫負担金介護予防分 297,764 343,461 372,440 1,013,665
介護予防事業費
見込額の25％

国庫負担金包括・任意分 3,894,421 4,492,084 4,871,109 13,257,614
包括・家族介護支援
事業費見込額の40％

調整交付金 64,244,628 67,388,600 67,862,316 199,495,544
標準給付費見込額の
約8.84％

支払基金交付金標準給付費分
（2号保険料）

210,757,264 221,071,199 222,625,243 654,453,706
標準給付費見込額の
29.0％

支払基金交付金介護予防分
（2号保険料）

345,406 398,414 432,031 1,175,851
介護予防事業費
見込額の29％

道負担金標準給付費分 114,921,842 118,632,594 117,255,997 350,810,433
標準給付費見込額の
12.5％

道負担金介護予防分 148,882 171,730 186,220 506,832
介護予防事業費
見込額の12.5％

道負担金包括・任意分 1,947,210 2,246,042 2,435,554 6,628,806
包括・家族介護支援
事業費見込額の20％

町負担金標準給付費分 90,843,648 95,289,310 95,959,157 282,092,115
標準給付費見込額の
12.5％

町負担金介護予防分 148,882 171,730 186,220 506,832
介護予防事業費
見込額の12.5％

町負担金包括・任意分 1,947,210 2,246,042 2,435,554 6,628,806
包括・家族介護支援
事業見込額の20％

第１号被保険者保険料収入 138,026,611 144,995,006 146,196,674 429,218,291
標準給付費・地域支
援事業費見込額の基
本21%

収　入　合　計 748,795,412 786,565,823 793,056,326 2,328,417,561

（費用総括） （単位：円)

区　　分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 合計 備　　考

標準給付費見込額 726,749,187 762,314,479 767,673,253 2,256,736,919

財政安定化基金拠出金 0 0 0 0

財政安定化基金償還金 6,740,858 6,740,858 6,740,858 20,222,574

北海道財政安定化基金交付金 △ 6,884,138 0 0 △ 6,884,138

地域支援事業費 10,927,107 12,604,051 13,667,533 37,198,691

小計 737,533,014 781,659,388 788,081,644 2,307,274,046

特別給付費見込額 0 0 0 0

費用合計 737,533,014 781,659,388 788,081,644 2,307,274,046

差引単年度収支 11,262,398 4,906,435 4,974,682 21,143,515

介護給付費準備基金
年度末残高

11,262,398 16,168,833 21,143,515
平成23年度末残高
見込0円
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2 サービスの円滑な提供体制の確立 

（1）制度の周知及び事業者情報の提供 

介護保険制度は、町民の保険料を財源とする利用者の選択に立脚した制度であり、

本制度の周知は大変重要なことから、広報・町民説明会の開催・パンフレットの作

成等により制度周知に努めます。特に、ひとり暮らしや高齢者世帯の方々に対する

制度やサービス内容の周知のあり方を検討していきます。 

（2）事業者参入の促進 

第５期計画では、小規模多機能型居宅介護施設やグループホーム、定期巡回・随

時対応型訪問介護看護といった新たな事業の整備等を予定しています。これらの事

業を受託する事業者として第一に足寄町社会福祉協議会や町内のＮＰＯ、ボランテ

ィア団体が想定されますが、町内外の事業者にも必要な情報を発信していく等、幅

広い事業者が参入できる環境を整備していきます。 

（3）適切な要介護認定と介護サービス計画の作成 

①要介護認定訪問調査 

【現状】 

訪問調査は要介護認定の根幹をなすものでありますが、障がいや認知症により

意思疎通が困難な高齢者などが訪問調査を受ける際は、家族の同席および病院、

施設においては職員等の協力を得て適正な訪問調査の実施と、調査に対する丌安

の解消に努めています。 

なお、介護保険施設や町外におられる方への訪問調査は、各介護保険施設や居

宅介護支援事業所に依頼して訪問調査を実施していますが、原則 3 年に 1 度は町

職員による直接調査を実施し適正な調査の確保を図っています。 

【評価・課題】 

認定訪問調査に関する丌服申し立ては 1 件もありませんでした。また、申請者

や家族が納得できる調査を実施するために時間、場所に配慮して、日頃の状態に

ついて情報提供の協力を得ることができています。 

課題としては、高齢化の進展により要介護認定の申請をする高齢者が今後ます

ます増加することから、その対策が必要です。 

【計画】 

適正な訪問調査を行えるよう訪問調査員の十分な確保を図っていきます。 

また、現在、要介護認定期間満了前に、全ての認定者に更新案内通知を送付し

ていますが、当面介護サービスの利用予定はないものの更新している方も尐なか

らずいることから、一定期間介護サービスを利用していない方への更新案内通知

を行わないなどの取り扱いにより、認定調査に係る事務の軽減に努めていきます。 
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②介護認定審査会の適正な運営 

【現状】 

現在、足寄町、本別町及び陸別町の共同設置による十勝東北部介護認定審査会（事

務局町：足寄町）により、委員 10 名が 2 つの合議体に分かれ、月に 2～3 回、認

定審査会を開催し審査判定を行っています。 

公平・適正な審査判定のために、研修会や合議体構成の定期的な変更を実施してい

ます。また、精神科医師の審査会参加により認知症の方の適正な判定に努めています。 

【評価・課題】 

これまで、審査判定に関する不服申し立ては 1件もありませんでした。 

今後高齢化の進展により要介護認定申請される高齢者がますます増加するものと

思われることから、審査体制の見直しを検討する必要があります。 

【計画】 

  今後、審査件数の増加に対応できるよう、合議体数を増やす等、公平・適正な審査

体制を確保していきます。 

なお、審査会委員の負担軽減や経費削減を目的に導入しているテレビ会議システム

ですが、平成１４年度のシステム導入後約１０年経過しており機器の敀障も頻繁に発

生していることから、新たなシステムへの更新を図ることも検討していきます。 

  

③適切な介護サービス計画（ケアプラン）の作成 

【現状】 

介護サービス計画は、介護支援専門員が、個々の要介護者等の心身や家族の状況を

総合的に把握し、要支援・要介護者の生活課題を解決するための目標を設定し、必要

かつ適切なサービスの計画を立てるよう努めており、計画に沿った支援が実施されて

います。 

また、サービス担当者会議を開催し、サービス事業者との情報交換・連携を図り、

個々のサービス利用者の支援体制の充実を図っています。 

【評価・課題】 

介護サービス計画の作成にあたり、要支援・要介護者・家族が、介護支援の目標等

を、サービス提供者、介護支援専門員と共有することが重要です。 

サービス担当者会議は新規および更新時に開催され、本人および家族が参加できる

よう、自宅で開催するように努めています。 

【計画】 

今後も、要支援・要介護者・家族が参加しやすい時間・場所等に配慮したサービス

担当者会議の開催に努めます。 

また、介護保険給付対象外サービス、ボランティア、近隣の助け合い活動や家族の

介護負担軽減なども盛り込み、在宅生活の継続を可能にし、心身の機能維持・向上が

図られるよう、医療機関との連携を図りながら介護予防・自立支援を心がけた介護サ

ービス計画の作成に努めていきます。 
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（4）サービスの質向上・苦情処理体制 

①サービスの質向上のための取り組み 

ア）介護支援専門員への支援 

【現状】 

地域包括支援センターが町内の介護支援専門員に呼びかけ、平成 12 年 2 月に介

護支援専門員の技術向上･交流・情報交換を目的に「足寄ケアマネ会ひだまり」が組

織化されました。平成 23年度現在、会員数 22名（10事業者の所属）で、学習会

及び情報交換を年 3回開催しています。 

【評価・課題】 

「足寄町ケアマネ会ひだまり」が介護保険制度開始前に組織化されたことで、それ

ぞれの事業所や職種の役割等の相互理解が進み、事業者間の連携の強化が図られまし

た。また、研修会では高齢者に関わる事業所職員にも参集の声掛けをし、地域の問題

意識を共有する事ができました。また、個別事例を取り上げる事で介護支援専門員の

個別支援が図られています。 

【計画】 

地域包括支援センターにおいて継続的に「足寄ケアマネ会ひだまり」を支援し、地

域のケアマネジメント水準の向上と地域ケアネットワークの構築に努めます。また、

介護支援専門員に対する日常的個別指導･相談、支援困難事例への指導・助言を行っ

ていきます。 

イ）サービス事業者への支援 

【現状】 

年 4回定例で、サービス担当者連絡会議を開催し、支援が必要な方の情報交換や支

援方法の調整及び検討、さらにサービスの質的向上のための検討を行っています。 

【評価・課題】 

事業者間の相互理解と情報の共有化が図られ、サービスの利用調整が円滑に実施さ

れています。 

【計画】 

サービス担当者連絡会議を継続して開催し、相互理解と情報の共有を図ります。 

また、サービス質の向上のために研修の機会をもち、各サービス事業所および事業

所間の連携が図りやすい体制づくりに努めます。 

②苦情処理体制 

介護保険制度では、従来の行政主導型のサービス提供とは異なり、事業者と利用者

の対等な契約に基づいたサービス提供方式であり、サービス内容・契約についてのト

ラブルや、要介護認定に関する不服申し立て等も想定されます。 

本町では、保険者として、各種サービス及び要介護認定の苦情相談・改善提案等に

ついての窓口として、福祉課保健福祉室介護保険担当を位置づけています。 

また、住民の代表で組織されている高齢者保健福祉推進委員会に、苦情調整部会を

設置しており、介護保険に関する苦情を直接受け付けるとともに、町内の介護保険に
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関する問題の調整・解決を図ります。 

これらの方法で解決できない案件については、北海道介護保険審査会、北海道国民

保険団体連合会と連携を取り、その解決を図るものとします。 

その他に、介護保険に関する簡易な相談や、苦情・不服に対する相談を住民の身近

なところで受け付けるために、各地区の民生委員の方々に、介護保険地域相談員とし

て活動していただいており、今後も民生委員の協力のもと、地域相談体制の充実を図

ります。 

（5）利用者負担軽減策の充実 

介護保険制度施行前は、所徔の低い方がサービスを利用した場合は、利用料等につ

いて免除あるいは措置費が支給されていましたが、介護保険制度においては、基本的

に 1 割の利用者負担が生じることとなりました。低所徔の利用者の中には、利用者

負担が発生することにより、介護保険サービスを希望どおりに利用することが、困難

になることが想定されていました。 

このため、こうした方々のサービスを確保する観点から、低所徔者の方々の利用者

負担について引き続き助成し、介護保険サービスの利用確保を図ります。 

また、介護サービスの提供を行った社会福祉法人が利用者負担の軽減を行った場合、

その負担の一部について助成します。同様に、町が事業主体として実施するサービス

についても、社会福祉法人と同様の減免措置を継続するとともに、訪問看護・通所リ

ハビリテーションの低所徔者の利用者負担の軽減も実施します。 

 

表2７ 低所徔者の利用者負担軽減の内容 

軽 減 の 種 類 軽 減 の 内 容 

①障がい者ホームヘルプサ

ービス利用者負担軽減 

65 歳未満の時から障がい者施策により訪問介護サービスを利用していた

方や65歳未満の認定者で、生計中心者が所得税非課税である場合、利用

者負担が本来 10％のところ、3％に軽減するもの。 

②特例特定入所者介護サ

ービス費 

（特別養護老人ホーム旧措

置者対象） 

介護保険法施行前からの入所者（旧措置者）について、施行前の負担額を

大きく上回らないよう、食費、居住費、施設介護サービス費の利用者負担

を減額し、特定入所者介護サービス費として支給するもの。 

③特定入所者介護サービ

ス費 

施設入所者の食費及び居住費について、利用者の所得に応じ負担段階を

設定し、利用者負担を減額し、特定入所者介護サービス費として支給する

もの。 

④社会福祉法人等利用者

負担軽減（25%軽減） 

年間収入が生活保護の基準以下と判断される世帯非課税者の訪問介護・

通所介護・短期入所・訪問看護・訪問リハ・通所リハの利用者負担を本来

10%のところ 7.5％とし、年収 68 万円以下の特別養護老人ホーム入所者の

利用者負担も同様に 7.5％とするもの。（訪問看護・訪問リハ・通所リハは、

町独自軽減） 

⑤社会福祉法人利用者負

担軽減（10%軽減） 

本人が非課税者の場合、訪問介護利用者負担を本来 10%のところ、9%とす

るもの。 

※ 軽減には、必ず申請が必要です。 
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3 介護者支援サービスの充実 

（1）介護者支援事業の実施 

①介護者の会への支援 

【現状】 

「認知症高齢者や寝たきり高齢者等を支える介護者への関心と理解を深め、交流等

を通じて福祉の向上を図る」ことを目的に、介護者の会が平成 12 年 3 月に組織さ

れました。町は、会の組織化から積極的に支援しています。介護者の会は映画の上映

や介護劇、かえるネットワークへの参加協力などの活動で認知症に関する啓発普及を

図っています。また平成 14年度から託老所を月 1回自主運営しています。 

【評価・課題】 

介護者の会では託老所の運営を継続しており、地域の社会資源として定着し介護者

の介護負担の軽減と介護者の会会員の交流が図られています。さらに託老所が学生も

含めたボランティア活動の場となっており、介護の実践を体験する事ができています。 

託老所等の長年の活動が社会的に高く評価され、平成 20年 11月に十勝毎日新聞

社の「十勝福祉特別賞」を受賞し、その活動が町内のみならず広く認識されてきてい

ます。 

介護者の会の活動により、介護に関する情報交換や介護者間の交流が図られ、介護

者の負担の軽減に資し、また、認知症や介護に関する情報の啓発も行われています。 

【計画】 

介護者の会の自主活動を今後も支援していきます。 

②介護者の実態把握・支援体制 

【現状】 

介護に関する状況・介護者の健康状態・サービスへの要望等、介護者のニーズ把握

に努めるとともに、介護者の会の事業に参加して、個々の介護者への支援を行ってい

ます。 

【評価・課題】 

サービスを利用しながら、できる限り在宅での生活を続けたいと望んでいる反面、

介護不安、介護力の問題、介護者のストレスによって在宅療養の困難な面があり、介

護を担うことで腰痛、関節痛、内科疾患等の健康をそこねている状況にいる介護者が

います。 

【計画】 

介護者の休養が確保できるよう、健康管理に配慮した介護負担の軽減に努めたサー

ビスの提供に努めます。 

サービス事業者への要望については、利用者や家族に配慮したサービスを提供する

ためにサービス担当者会議を随時、開催して要望の改善に努めます。また、近隣・地

域が、介護への理解と協力が徔られるように、広報等を利用して介護に関する情報等

を周知していきます。 
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③家族介護教室・介護講座 

【現状】 

介護が必要な方を介護している家族や近隣の援助者や一般の方を対象に、介護方法、

介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習徔させるための介護講座

を定期的に実施し、要望により講師派遣を行っています。 

【評価・課題】 

テーマの設定や呼びかけにより新規参加者が増え、介護に関する知識・技術の習徔

はもとより、介護者相互の交流の場になるとともに、介護予防の意識付けにもなって

います。 

【計画】 

今後もテーマの設定や呼びかけに工夫し、継続して教室の開催をします。必要に応

じ講師派遣を行っていきます。 

④家族介護交流事業（元気回復事業） 

介護が必要な方を介護している家族に対して、介護から一時的に解放し、介護者相

互の情報交換や交流をしていただき、心身の元気回復を図っていきます。 

【評価・課題】 

｢介護者の会｣への委託により実施しており、参加者間での交流や情報交換ができ好

評を徔ています。また、家族介護交流事業が住民に周知され、介護と言う共通の悩み

を参加者全員が共有する事ができています。 

【計画】 

今後も｢介護者の会｣に委託し事業の継続を行います。 

（2）介護者負担軽減策の実施 

家族介護用品の支給 

重度（要介護度 4・5）で住民税世帯非課税の在宅高齢者（一般病院入院を含む。）

を介護している家族に、紙おむつ等の介護用品を支給する事業を継続して実施します。 
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第5章 高齢者を支援するまちの実現 

1 相談窓口の充実 

（1）相談窓口の総合化 

介護保険制度の導入やノーマライゼイション（障がいのある人も家庭や地域で通常の生

活ができるようにする社会づくり）の理念に対応するため、地域福祉や在宅福祉が重視さ

れるようになり、福祉、保健、医療を一体化した総合的サービスの提供が求められていま

す。 

町ではこれまで、在宅の要援護高齢者及びその家族の相談窓口として、在宅介護支援セ

ンターを設置するとともに、高齢者社会に対応するため、福祉課に高齢者福祉担当を設け

てきました。 

平成 18年度介護保険制度の改革により、介護予防の推進として地域支援事業の中に地

域包括支援センターの設置が市町村に義務づけられました。 

足寄町においても、平成 18年 4月に地域の高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉・

医療の向上、生活の安定のために必要な援助、支援を行う中核機関として足寄町地域包括

支援センターを設置しました。 

地域包括支援センターの設置にあたっては、これまで取り組んできた地域ケア体制の構

築には在宅介護支援センターが地域の拠点として果たしてきた役割が大きいこと、さらに

地域の高齢者の総合相談、支援体制や実態把握など地域包括支援センターが担うべき多く

の事業を在宅介護支援センターが実施してきていることから、在宅介護支援センターを移

行する方向で設置しました。 

また、平成18年 11 月に役場庁舎新築に伴い福祉課が同じフロアになり、福祉担当・

介護保険担当・保健推進担当・居宅介護支援事業所担当・地域包括支援センター担当がそ

れぞれの役割で相談窓口として活動しています。 

さらに、社会福祉協議会の執務場所も同じフロアに位置しているため、高齢者のあらゆ

る相談に迅速な対応ができています。 

今後、相談業務を担う地域包括支援センターを中心として、これら関係職員が一体とな

りサービス提供事業者、社会福祉協議会、町内医療機関と連携を図り、保健・福祉・医療

などの総合的な相談に対応できる体制の充実に努めていきます。 

（2）苦情・心配事解決システムの構築 

①高齢者保健福祉サービスモニター制度の充実 

高齢者等の様々な相談を受け、これに対する適切な行政上の諸施策を講じ、地域に

おける高齢者支援の体制整備等を図るため高齢者保健福祉サービスモニター制度を

実施しています。 

モニターの数は 20人以内とし、現在10人のモニターを委嘱し活動に当たってい

ます。モニターは保健、福祉、介護予防・生活支援サービスの質の向上のための施策

に対して協力するとともに、定期的に高齢者の家庭や高齢者が入所している施設等を

訪問して様々な相談に応じ、高齢者の話し相手や文書の読み聞かせ等コミュニケーシ

ョンを図り、併せて安否確認を行う等の役割を果たしています。 

町は、モニターから受けた報告を必要に応じて高齢者保健福祉推進委員会及び地域
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ケア会議に報告し、適切な措置を講じることとしています。 

利用者は減少傾向にありますが、モニターの訪問を心待ちにしている高齢者もいる

ことから、制度の周知を図るとともに、より効果的な内容への改善に向けて検討を行

う必要があります。 

②介護保険サービス利用に関する相談体制 

介護保険制度の導入によりサービスの提供は、従来の行政による措置から事業者と利用者

の対等な契約へと変わり、制度の定着とともに、サービス内容に対する改善要望や苦情の発

生が増加するものと想定されます。 

本町では、保険者として、各種サービス及び要介護認定の苦情相談・改善提案等について

の窓口として、福祉課介護保険担当を位置づけており、また、第 3者機関として、保健医療

福祉関係者及び住民から公募した委員で構成する足寄町高齢者保健福祉推進委員会内に苦情

処理調整機能を備えた「苦情調整部会」を設け、苦情・不服申し立てに対応するとともに、

北海道介護保険審査会、北海道国民保険団体連合会と連携を図りその解決に努めていきます。 

ひとり暮らしや高齢者世帯のみで生活する人たちが増えてきている中で、いつ、どこで、

誰に相談すれば良いかなどを周知するとともに、支援を必要とする人の早期発見・早期解決

ができるよう、身近なところで苦情や心配事の相談ができ、地域で解決できる仕組みとして、

地域支援ネットワークの構築を図ります。また、介護保険に関する簡易な相談や、苦情・不

服に対する相談を住民の身近なところで受け付けられるようにするために、介護保険地域相

談員制度を創設し、地域密着型の相談窓口を設置していますが、利用に結びついていないの

が現状です。地域相談員は、ひとり暮らし高齢者等に対する訪問調査時の介添えなども行っ

ていることから、今後より一層地域相談員の存在を周知し、円滑な介護保険制度の定着に努

めます。 

 

2 福祉意識の醸成・ボランティア活動の推進 

地域における住民相互の支え合いを促進し、地域に点在する住民活動の組織化を支援し、

新時代にふさわしい地域社会を行政と町民が一体になって構築していくことが求められ

ます。そのためには、地域福祉活動の中心である、社会福祉協議会が住民相互の助け合い

ネットワーク活動を強力に推進していくことが重要であり、民生委員、自治会、各種ボラ

ンティア団体等の連携促進のための各種調整、及びネットワーク活動形成のための支援を

強化する必要があります。 

そこで、介護予防活動やひとり暮らし高齢者への定期訪問等を行う「地域住民グループ

支援事業」の充実とボランティアグループ活動の育成を図るとともに、「地域支援ネット

ワークの構築」を図るための各種検討を行います。 

（1）福祉意識の醸成 

高齢者に対する町民の理解と認識を深め、町民がともに支え合うことがあたりまえの

地域社会を構築するために、地域福祉セミナーや介護講座など啓発事業の開催や、福祉

情報の提供などを推進し、福祉意識の形成に努めます。 

また、高齢社会を支える人材づくりのため、教育部門との連携を図り、生涯学習講座

における生涯福祉教育を推進するとともに、高齢者・障がい者などとのふれあいによる

地域活動・文化活動など、多様な福祉学習の機会と場の提供に努めます。 
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（2）住民参加型福祉の展開 

地域における住民相互の支え合いを促進し「地域支援ネットワーク」の構築を図るた

めには、地域住民の参加が不可欠であり、また、長寿に伴い増加している認知症高齢者

の方々の生活を支えるためには、地域住民を中心とした取り組みが求められています。 

現在、足寄高等学校生徒によるボランティアが、託老事業（介護者の会が主体となり

月 1 回老人憩いの家で開催）や、特別養護老人ホームの活動へ定期的に参加し、利用

者との交流を深めています。 

地域の実情に即した効果的な支援を実現していく上で、ボランティア活動は大きな原

動力となるものです。住民の主体的なボランティア活動を促進するために、社会福祉協

議会との連携のもとボランティアに関する情報の提供やシルバーボランティア活動の

充実を図るとともに、ボランティア・住民自主グループや自治会等の助け合い活動を支

援し「地域完結型サービス提供の仕組みづくり」を考え、積極的に住民参加型福祉の展

開を図ります。 

（3）高齢者を支えあう地域づくり 

地域で生活している高齢者のニーズが多種多様であり、公的制度だけで対応すること

はとても困難であるためインフォーマルなサービスの組み合わせが重要であります。ひ

とり暮らし及び高齢者世帯の増加が進み「地域の共助」として住民が主体になった支え

合いがあれば、個々のニーズに弾力的に対応が可能となります。 

地域の住民同士が互助的にかかわれるように啓発を図るとともに、住民参加の地域ネ

ットワーク活動を住民へ周知し、活動の支援に努めます。 
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第6章 計画推進体制と評価 

1 計画推進体制と評価 

この計画の進行管理、評価及び介護保険事業の運営等を審議するため、学識経験者、保

健医療福祉関係者及び住民からの公募を含めた委員で構成する「足寄町高齢者保健福祉推

進委員会」を平成 13 年 3 月 23 日に設置しています。第４期計画の期間中は、計画の

評価を行うとともに、第５期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定に向け、こ

れまで延べ8回開催してきました。 

（1）人と組織の連携強化 

①地域ケアシステム 

施設サービス、居宅サービス、住民同士の支え合い等、地域全体で高齢者やその家

族の生活を支えていくためには、関係する機関や部署、各種団体が果たす役割を相互

に認識し、適切な連携のもとでのサービス提供がなされることが必要です。 

本町では、その実現を図るために、関係機関等の相互関係について明らかにした、

足寄町地域ケアシステムに基づき、連携の推進を図ります。 

②地域ケア会議 

何らかの援護を必要とする高齢者等を支える関係者が一同に会し、サービス計画の

検討、苦情相談・不服申立の検討、入所判定等の実務を行うとともに、介護サービス

機関の指導・支援を行い、その全体的な質の向上を図ることを目的に、「地域ケア会

議」を設置しています。ケア担当者部会、調整部会、入所判定部会の 3 部会で構成

されていましたが、平成 18年介護保険制度の改正に伴い、高齢者の権利擁護が必須

内容として掲げられ、同年 4 月に「高齢者の虐待の防止・高齢者の養護者に対する

支援等に関する法律」が施行されたことから、地域ケア会議の中に高齢者虐待防止部

会を位置づけ、4部会を構成しました。 

ケアマネジメントを担うケア担当者部会は、定例的に開催し高齢者の生活支援の観

点から様々な検討を行うとともに、学習会を通じケア担当者の資質の向上に努めます。 

③人材の確保・育成 

高齢者のための保健福祉サービスの充実を図るためには、人材の確保と育成が必要

です。そのために、福祉講座やボランティア講座を開催し、福祉人材の養成・確保に

努めます。 

④庁内部局の連携 

福祉課、地域包括支援センター、特別養護老人ホーム、国保病院の連携のもとに、

保健医療福祉懇談会を定期的に開催し、保健事業、福祉事業、介護保険事業を総合的

に推進します。 

（2）足寄町高齢者保健福祉推進委員会 

本計画の進行管理と評価及び住民参加による施策への提案の実現を図るために、「足寄

町高齢者保健福祉推進委員会」を定期的に開催します。 
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